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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

001 

 

１ 基本計画の目的 

豪雪地帯は、国土の約51％に及ぶ広大な面積を占め、また、総人口の約

15％を擁し、我が国の経済社会において重要な地位を占めているが、毎年

の恒常的な降積雪によって、住民の生活水準の向上や産業の発展が阻害さ

れてきた。また昨今、気候変動の影響を受け、短期間で集中的に大雪や暴

風雪が発生するなど、降雪の態様が変化すると考えられており、これまで

は数十年に一度の頻度であった豪雪被害が毎年のように発生している。こ

うした中で、高齢者を中心に除排雪の作業中の事故が相次ぎ、人的被害が

多数発生したほか、雪崩の発生等による集落の孤立、集中的な降雪による

交通の阻害、空家の倒壊や落雪による物的・人的被害等の問題が生じるな

ど、豪雪地帯の安全・安心が大きく低下する事態が頻繁に生じている。 

近年においては、道路の除雪をはじめ、各般の施策が総合的、計画的に

推進され、雪による障害は軽減されてきているが、人口減少、高齢化の進

展等他の地域と比較して厳しい状況が長期にわたり継続していることに加

え、社会経済情勢の変化により地域社会を担う人材の確保、地域経済の活

性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環

境の整備、集落の維持及び活性化、農地・森林等の適正な管理、複合災害

の対応等の課題に直面しており、地域を取り巻く状況はより困難に変化し

てきている。 

他方、豪雪地帯は、豊かな土地、水資源、優れた自然環境、多様な文化

、良好な景観等に恵まれているほか、食料の供給地ともなっており、我が

国にとって重要な役割を担っている。また、近年の地球温暖化問題を踏ま

えた再生可能エネルギーへの関心の高まりや慢性的な電力不足を背景とし

て、雪の冷熱をエネルギー源として活用する取組も始まっているほか、雪

を通した交流活動や、雪国文化を地域ブランド化する取組が行われるなど

、新たな雪の価値も創出されてきている。 

 このため、本計画は、特別豪雪地帯に特に配慮を払いつつ、豪雪地帯に
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おける雪害の防除、交通の確保、積雪により劣っている産業等の基礎条件

や生活環境の整備・改善を図るとともに、雪のもたらす各種資源の利活用

、新たな雪国の価値の創出、地域の特性を生かした多様な主体の参加と連

携による地域づくりの推進に努め、これらについて国及び地方公共団体と

民間団体及び地域住民等が協働して総合的な豪雪地帯対策を実施すること

により、地域経済の発展と住民生活の向上に寄与することを目的とする。 

002 ２ 基本計画の位置付け 

 本計画は、豪雪地帯における恒久的な諸対策の基本となるべきものであ

る。したがって、本計画は、豪雪地帯における治山、治水、交通、通信、

農林業その他産業等の振興、生活環境の整備等に関する長期計画に反映さ

れるとともに、地域の特性に配慮した地震、津波等に係る防災対策を含め

たあらゆる施策を行うに当たって尊重されなければならない。  

 

 

 

－ 

003 ３ 基本理念 

今後の均衡ある国土の発展と持続可能で世界に開かれた活力ある地域づ

くりを行うためには、積雪により不利となっている産業等の基礎条件の改

善等を推進するとともに、雪を有効な資源として更に活用し、新たな産業

の振興に取り組み、雪国に生きる人々が作り上げてきた雪と親しみ、雪と

共生した雪国ならではの歴史や文化を創造・継承し、交流や定住の場とし

て魅力ある地域社会の形成に努め、雪国の特性を生かして海外を含めた交

流と連携を推進することが必要である。 

また、国土強靱化基本計画（平成30年12月）においても、暴風雪や豪雪

等に伴う多数の死傷者の発生が、起きてはならない最悪の事態のひとつと

される等、備えるべき大規模な自然災害として位置付けられている。 

 このような観点から、豪雪地帯対策については、国土強靱化の観点を踏

まえて雪に強く豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことの出来る地域

社会の実現に向けた克雪（積雪に関する諸問題を克服すること）対策の充

実を促進するとともに、親雪（雪に親しむこと）、利雪（雪を資源として
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有効に活用すること）の観点から、豪雪地帯における自然的特性、固有の

文化等を生かした取組を積極的に支援し、豪雪地帯の魅力を発信すること

により、豪雪地帯における農業、林業その他産業の振興及び持続可能な地

域社会の形成や地域資源等を活用した地域の活性化並びに、住民の生活及

び生命の保護を図ることを旨として、全力を挙げて取り組むことが極めて

重要である。 

また、豪雪地帯対策を計画的・効率的に実施するためには、地方公

共団体や地域住民の意見を聴取すること等により、地域の特性を施策

に十分に反映するとともに、豪雪地帯関係者だけでなく、豪雪地帯以

外の地域の人々の理解、協力が必要であることを踏まえ、平時より全

国に幅広く豪雪地帯の状況を周知するよう努めることも必要である。  

004 ４ 基本計画の重点 

 本計画は、次の諸点に重点を置いて推進を図る。 

第１に、積雪期においても、円滑な産業活動や快適な生活を実現する上

で、基幹的な役割を果たす交通、通信について、その安全性、円滑性の確

保及び高度化を図るため、これに必要な道路、鉄道、軌道、港湾等の交通

施設及び通信施設の整備・拡充に努める。  

第２に、雪国の特性を生かしつつ、産業の振興を総合的に推進し、活力

ある地域づくりを進めるため、これに必要な雪害の防除その他生産条件の

整備等、産業の基礎条件等の整備・改善に努める。 

 第３に、雪に強く、安全・安心で快適な地域づくりを進めるため、これ

に必要な医療施設、教育施設、保健衛生施設、社会福祉施設等の生活環境

施設の総合的な整備・拡充に努める。 

 

 第４に、雪による災害を防止し、安全な国土の形成を図るため、これに

必要な治山、治水等による国土保全施設の総合的な整備・拡充に努める。

また、積雪期における地域の特性に配慮した地震、津波等に係る防災対策
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に努める。さらに、環境の保全を図るため、環境に配慮した施策の推進に

努める。  

第５に、人口減少、高齢化の進展による地域における除排雪の担い手不

足の深刻化への対策を強化するため、除排雪の担い手の確保及び除排雪体

制の整備の促進に努める。 

第６に、親雪及び利雪の観点から、豪雪地帯における自然的特性、固有

の文化等を生かした個性豊かな地域づくりに関する取組の促進に努める。 

第７に、豪雪地帯対策を円滑かつ効果的に推進するため、これに必要な

克雪技術の開発・普及や利雪に関する調査研究の総合的な推進及び気象業

務の整備・強化に努める。 

101 

 

５ 基本計画の内容 

Ⅰ 豪雪地帯に関する事項 

（１）交通、通信等の確保に関する事項 

  豪雪地帯における地域相互間あるいは非豪雪地帯との間の交流と連携を

図り、活力ある経済社会を構築するための基礎的基盤として、交通、通信

の果たす役割は極めて重要である。また、高速交通機関の整備に伴う交流

圏の拡大、高齢化の進展や女性の社会参加の拡大等、社会情勢も大きく変

化していることから、これらに対応した信頼性の高い交通・通信体系の整

備が望まれている。 

このような状況に対処し、冬期の安全で快適な交通や災害時の避難路等

を確保するため、高規格道路、高速鉄道、空港等の高速交通や通学路、福

祉施設周辺等の歩行空間などの交通基盤の整備を推進するとともに、除排

雪、防雪対策及び消融雪を適切に実施するほか、防雪施設等の維持・保全

及び交通安全施設等整備の充実を図る。 

また、豪雪時において、交通への影響を最小限とするため、情報の

共有、代替輸送の調整など、交通事業者や道路管理者等の関係機関の

連携を図る。 

○旅客鉄道会社等が実施する海岸等保全や落石・なだれ等対策に係る施設の

設備のうち、鉄道施設だけでなく、家屋、道路、耕地等の保全・保護に資

する事業を支援している。 
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さらに、生活の利便性の向上、産業振興等の観点から、情報通信の高度

化へ向けた基盤整備を推進する。 

102 

 

ア 道路交通の確保 

（道路整備） 

（ア）冬期においても安全で円滑な道路交通の確保を図るとともに、地域

間の交流と連携を促進するため、日常生活の基盤となる主要な市町村道か

ら国土構造の骨格を形成する高規格道路に至る道路網の整備を計画的に推

進する。 

また、短期間の集中的な大雪時においても、道路ネットワーク全体

としてその機能への影響を最小限とするため、地域の実情に応じて、

高規格道路の暫定２車線区間や主要国道の４車線化、高規格道路と直

轄国道のダブルネットワーク化、付加車線や登坂車線の設置等を実施

することを通じ、大雪の観点からも、基幹的な道路ネットワークの強

化を図る。 

○安全で快適な移動を実現するため、地方公共団体の要望を踏まえ、社会資

本整備総合交付金や防災・安全交付金等により、現道拡幅等による隘路の

解消や道路網の整備を支援している。 

 

○暫定２車線区間の４車線化、付加車線や登坂車線の設置などを実施し、大

雪の観点からも基幹的な道路ネットワークを強化するため、整備を実施中

。 

103 

 

（イ）これらの路線の新設や改築に当たっては、雪崩や地ふぶき等の雪害

の防除や除雪作業を考慮した路線の計画を行う。道路の設計においては、

降積雪や沿道の状況に応じて、横断面構成、線形、附属物、堆雪スペース

等について十分に配慮を加え、雪害が少なく、除雪作業が容易な道路網の

形成を図る。特に代替路線のない道路について、道路の雪寒対策やトンネ

ルへの改良等により、安定した冬期の道路交通の確保に努める。また、舗

装の機能強化及び路面維持の向上に努める 

○積雪地域における道路の構造については、その地域の特殊性に鑑み、道路構

造令等を参考に道路の幅員や防雪施設等について配慮した構造としている。 

104 

 

（除雪体制の確保等） 

（ウ）これらの路線においては、各道路管理者間で整合のとれた除雪体制

（除雪機械、人員及び施設）の確保を図り、除雪事業の効率的な実施に努

める。また、除雪作業の一層の効率化等のため、道路管理者等関係機関相

互の情報共有の強化を図ることとし、短期間の集中的な大雪時には、道路

管理者等の関係機関による情報連絡本部の設置やタイムライン（段階的な

〇短期間の集中的な大雪等に備えて、大規模な車両滞留を防ぐ観点から、他の

道路管理者をはじめ地方公共団体その他関係機関と連携して、地域や道路ネ

ットワーク毎に、広範囲かつ同時に躊躇無く通行止めを実施するための、ま

た大規模な車両滞留の予兆を把握し的確に対応するためのタイムラインを策

定する。 

短期間の集中的な大雪により、車両の滞留の発生が予見される場合には、

「情報連絡本部」を設置・開催し、国土交通省が主体となって、関係機関と
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行動計画）に基づく躊躇
ちゅうちょ

ない通行止めと集中的な除雪作業などにより、

幹線道路上の大規模な車両滞留の回避に努める。その際、関係機関と連携

して、行動変容につながる事前の広報や周知を実施するよう努める。 

 大規模な車両滞留が発生した場合に備え、立ち往生車両を速やかに排除

するための小形除雪機等の資機材の配備などのほか、乗員の保護や電気自

動車等の次世代自動車の普及状況を踏まえた滞留車両への燃料供給、充電

対応等の体制の整備に努める。 

また、豪雪時等においては、国が保有する除雪機械の無償貸与などによ

り、地方公共団体の除雪体制強化のための支援を実施する。 

 さらに、ＩＴＳ（高度道路交通システム）技術の開発・導入を推進する

とともに、気象や路面状況の監視・予測システムの整備、除雪機械の自動

化等の開発・普及を図る。 

調整の上、広範囲の計画的・予防的な通行規制等を行い、集中的な除雪を実

施する。 

通行規制を行った場合は、災害対策基本法の適用などにより立ち往生車両

の迅速な排除を行いつつ、集中的な除雪により、道路ネットワーク機能を早

期に回復し社会経済活動への影響の最小化を図る。 

立ち往生が発生した場合には、滞留状況を正確に把握できる体制の確保や

関係機関との連携を図り、乗員保護を行う。 

○ETC2.0サービスにより、ドライバーに冬期道路情報を提供し、冬期における

ドライバーの安全運転を支援している。 

○ＡＩ技術を活用したカメラ画像の解析による交通障害の自動検知システムの

全国的な導入を進めている。 

○大雪時の適切な交通確保のため自動運転を視野に入れつつ最新技術を導入し

、運転制御・操作支援等の除雪車の高度化やＩＣＴ等の新技術活用を段階的

に進めている。 

105 

 

（防雪施設の整備） 

（エ）道路防災総点検に基づき、雪崩予防柵、雪崩防護柵、スノーシェッ

ド等の整備を図る。また、地ふぶきにより視程の確保ができなくなる区間

については、防雪柵等の整備を図る。さらに、集中的な降雪により走行不

能となる車両が発生しないよう、チェーン着脱場や効率的な除雪作業のた

めの除雪ステーション等の整備を進めるとともに、やむを得ず車両滞留が

発生した場合に備え、中央分離帯開口部やＵターン路等の整備を進める。 

 なお、これらの防雪施設の計画的な維持・保全及び更新に努める。 

○道路防災総点検等に基づき、防雪施設の整備・補修等を実施している。 

地域の実情に応じて待避所等の整備を行うよう努める。 

106 

 

（凍雪害の防止と消融雪施設の整備等） 

（オ）凍上、融雪による路盤の破壊を防止するため、路盤改良や排水施設

の整備を図る。 

 また、除雪効果を増大させるため、流雪溝の整備を推進するとともに、

市街地等の除排雪の困難な箇所等においては、沿道条件や地域条件に応じ

た消融雪施設の整備を図る。 

 さらに、冬期道路交通の安全性を確保するため、凍結防止剤の効果的散

○国・地方自治体との調整により、除雪効果を増大させるための流雪溝の整備

・補修等を計画的に行っている。また、市街地等の除排雪の困難な箇所等に

おいては、消融雪施設の整備・補修等を行っている。 
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関連事業・施策等の実施状況 

布、消融雪施設の重点的な整備を図る。 

 なお、これらの消融雪施設の計画的な維持・保全及び更新に努める。 

107 

 

（歩道除雪の推進） 

（カ）効率的な歩道除雪を推進するため、住民が使いやすい歩道除雪機械

や工法の研究・開発を行い、住民協力の下に積雪期においても安全な歩行

空間の確保に努める。特に、児童などの安全確保に配慮し、通学路、中心

市街地、横断歩道周辺、医療・福祉施設周辺等における歩行空間の確保を

図るため、歩道除雪、消融雪施設の整備を推進する。 

○道路協力団体制度を活用しつつ、住民等の協力により除雪を行う。道路管

理者と地方自治体等の調整により、児童などの安全確保が図られるよう通

学路等の除雪を実施している。 

 

 

 

 

 

108 

 

 

（市街地における道路交通の確保） 

（キ）市街地においては、都市計画事業等の推進により、広幅員道路等除

排雪の容易な道路網の整備を行うとともに、雪捨て場の確保を図る。また

、地域の状況に応じ、日常生活道路を含めて、沿道条件や地域条件に応じ

た消融雪施設の面的な整備を行うとともに、住民協力の下に除排雪事業を

円滑に実施し、積雪期における都市機能の維持に努める。さらに、これら

施設整備と除排雪作業の充実を総合的に進め、冬期歩行者空間の確保を図

る冬期バリアフリー対策を推進する。 

○積雪地域における道路の構造については、その地域の特殊性に鑑み、道路

構造令等を参考に道路の幅員や防雪施設等について配慮した構造としてい

る。 

 

○バリアフリー法に基づく基本方針に定められた移動等円滑化の目標に向け

、重点整備地区等において整備を実施している。 

 

○広幅員道路、消融雪施設等の整備について、社会資本整備総合交付金等に

より支援している。 

109 

 

（ク）電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路等については、無電

柱化を推進するとともに、植樹帯、道路標識その他道路占用物件等につい

ては、除雪作業にも配慮して設置する。 

○無電柱化の推進に関する施策の総合的、計画的、かつ迅速な推進を図るため

に令和３年５月に策定した無電柱化推進計画に基づき、災害の防止、安全か

つ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等の観点から無電柱化を推進してい

る。 

 

○電線共同溝等の整備について、無電柱化推進計画事業補助制度等により支援

している。 

110 

 

（集落内における道路交通の確保） 

（ケ）集落内の日常生活道路については、沿道条件や地域条件に応じた消

融雪施設の整備を行い、住民協力の下に道路交通の確保を図る。集落内の

道路除雪が困難な地区においては、冬期の共同駐車場の整備を推進する。 
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関連事業・施策等の実施状況 

111 

 

（交通安全施設等の整備等） 

（コ）安全で円滑な交通を確保するため、降積雪状況や道路交通状況に関

する情報を道路利用者に的確かつ迅速に提供するＶＩＣＳ（道路交通情報

通信システム）、ＵＴＭＳ（新交通管理システム）等のＩＴＳ（高度道路

交通システム）の整備・拡充に努める。 

 また、地域の実情等に応じて、道の駅やＳＡ（サービスエリア）・ＰＡ

（パーキングエリア）等を活用して道路交通状況等に関する情報を発信す

るとともに、除雪車両の待機場所等として効果的な活用に努める。 

 さらに、降積雪時においても見やすい信号機、道路標識等の交通安全施

設等の整備を推進する。 

○ITS（高度道路交通システム）の整備・拡充について、交通安全施設等整

備事業により、交通監視カメラ、光ビーコン等の道路交通状況の収集、提

供に関する装置の整備を推進している。 

 

○降積雪時においても見やすい信号機、道路標識等の交通安全施設等につい

て、交通安全施設等整備事業により、雪が付着しにくいフラット型の信号

機や視認性に優れた道路標識等の整備を推進している。 

（参考） 

・豪雪地帯の交通安全施設等整備事業に係る予算 

（国費） 

令和５年度 17,850百万円の内数 

令和６年度 17,668百万円の内数 

 

 

○道の駅やＳＡ（サービスエリア）・ＰＡ（パーキングエリア）等を活用して

道路交通状況等に関する情報を発信するとともに、除雪車両の待機場所等と

して活用を推進している。 

 

○ETC2.0サービスにより、ドライバーに冬期道路情報を提供し、冬期におけ

るドライバーの安全運転を支援している。 

 

○安全・安心な道路交通環境の実現に向けた、交通安全施設の整備について

は、防災・安全交付金等により支援している。 

112 

 

（住民に対する啓発等） 

（サ）除排雪作業を円滑に行うため、放置車両等の防止に関する地域住民

等に対する啓発や除排雪作業に係る情報の提供等に努める。 

 また、運転者に対して、スタッドレスタイヤ・タイヤチェーンの早期装

着やスコップ・砂等の携行についての啓発を行うとともに、雪道安全運転

教育に努める。 

○高速道路と並行する国道等の同時通行止めを含む計画的・予防的な通行規

制を実施する際は、降雪予測等から通行規制範囲を広域的に想定して，で

きるだけ早く、日時、迂回経路等の通行規制予告を繰り返し発表する。ま

た、降雪予測の変化に応じて予告内容の見直しを行うように努める。 

雪道を運転する場合は、気象状況や路面状況の急変があることも踏まえ

、車両の運転者は車内にスコップやスクレーパー、飲食料及び毛布等を備

える呼びかけを行っている。 

また、除雪作業の状況をホームページやＳＮＳ等を活用し適時適切な情
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報提供を行うとともに、道の駅やＳＡ・ＰＡ等において、気象情報や交通

情報に注意してもらうとともに、冬用タイヤやチェーン等の準備を万全に

するよう呼びかけを行っている。 

  道路の通行規制等が行われている場合，ＩＣＴ技術を活用し，道路利用

者に対して道路情報板，インターネット等により除雪作業等の状況を，情

報提供する。 

 

113 

 

 

（運輸団体等に対する啓発等） 

（シ）関係団体等に対し、スタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンの早期

装着や、車両の点検整備の確実な実施等を呼びかけ、大型・中型車の降積

雪期における輸送の安全確保に努める。 

○「道路交通の確保（運輸団体等に対する啓発等）」について、毎年降積雪

期前に、通達「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について」を発出

し、スタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンの早期装着等の呼びかけを行

い、輸送の安全確保に努めている。 

 

114 

 

イ 鉄道・軌道交通の確保 

（除雪体制等の強化） 

（ア）積雪期における円滑な鉄軌道の運行を確保するため、除雪体制（除

雪車両、除雪機械、人員及び施設）の整備・拡充を図る。また、雪崩や地

ふぶき等の雪害の防除又は軽減のため、雪崩防止さく等の防除雪施設の整

備、運行車両の防雪化及び電力供給施設等の防雪対策の推進を図る。 

○毎年、国土交通事務次官より各運輸局長あてに通知される「降積雪期にお

ける防災態勢の強化等について」の通達を各鉄道事業者あてに展開し、輸

送の安全対策に万全を期すよう周知している。 

 

○積雪期における円滑な鉄軌道の運行確保については、鉄道防災事業費補助

、鉄道施設総合安全対策事業費補助及び地域公共交通確保維持改善事業費

補助金により、雪崩防止柵等の防除雪施設の整備に要する費用の支援を行

っている。 

 

115 

 

（転てつ機、踏切道等の融雪施設の整備） 

（イ）転てつ機等の凍結害を防止するため、消雪・凍結防止施設を整備す

る。また、踏切部分に消雪施設等の整備を行い、踏切事故防止を図る。さ

らに、ＣＴＣ（列車集中制御装置）等の運行システム、通信施設、保安施

設等の機能強化を推進し、積雪期においても安全で円滑な列車運行を図る

。 

○転てつ機、踏切道等の融雪施設の整備については、鉄道施設総合安全対策

事業費補助及び地域公共交通確保維持改善事業費補助金により、分岐器部

の融雪器等の融雪施設の整備に要する費用の支援を行っている。また、同

補助金により、ＣＴＣ等の運行システムの老朽更新等に要する費用の支援

を行っている。 

116 

 

ウ 船舶・航空機による交通の確保 

（船舶による交通の確保） 

（ア）冬期においても安定的な海上輸送を確保するため、岸壁、荷揚施設

○豪雪による陸上輸送路の麻痺に備え、海上輸送ルートの安全を確保し

船舶交通の被害の防止を図るため、船舶の安全な航行に不可欠な航路

標識の信頼性向上を図っている。 
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等の整備を図るとともに、静穏度を確保するための防波堤の整備を図る。

また、自然条件等を勘案して必要な機能を備えた航路標識を整備し、冬期

の船舶の航行の安全を図る。 

 半島等沿岸域等で、陸上輸送路が限られ、海上輸送が有効な沿岸地域に

おいては、陸上交通のみならず、海上輸送による代替輸送を確保する。 

・船舶交通安全基盤整備事業 

（令和５年度 719百万円→令和６年度1,448百万円） 

※令和５年度補正予算 215百万円 

 

○岸壁、防波堤等について、港湾整備事業により整備を図っている。（この

他に社会資本整備総合交付金等がある。） 

・港湾整備事業費（国費） 

（令和５年度244,403百万円の内数 

 令和５年度補正予算92,507百万円の内数 

→令和６年度244,903百万円の内数） 

 

117 

 

（航空機による交通の確保） 

（イ）冬期における航空機のより安全・安定的な運航を確保するため、必

要に応じ既存施設の改良を図るとともに、効果的な除雪方法の確立等、除

雪体制の強化等に努める。 

 

○航空機による交通の確保については、既存無線施設の着雪を防止する改良

を実施するとともに、除雪機材の大型化や高性能化等により除雪体制の強

化を図ってきているところであり、引き続き効果的な除雪方法に努めてい

る。 

118 

 

エ バスによる交通の確保 

 バス路線道路の整備や除雪体制の強化による路線の確保とともに、車両

無線やバス路線総合管理システムの整備による車両の運行管理の充実に努

める。また、バス停留所の耐雪化、ターミナルの整備、バス運行情報提供

システムの導入等により、積雪期においても快適で、安定したバス利用の

確保に努めるとともに、地方生活バス路線については、その運行維持に努

める。また、乗合タクシーなど、地域の実情に応じた新たな交通サービス

の導入促進に努める。 

 さらに、各交通機関の有機的連携の強化を図るため、乗換ターミナルを

整備するとともに、総合的情報提供システムの導入を図る。 

○地域公共交通確保維持改善事業により、一定の地方路線バス・乗合タクシ

ー等の欠損、バスターミナル等のバリアフリー化、待合・乗継環境の向上

に資する待合施設の整備等を支援している。 

 

国費 20,805百万円【130百万円】の内数（全国分） 

【】は復旧・復興分である（外数）。 

119 

 

オ 通信及び情報の確保 

（通信の確保） 

（ア）雪害を防除し、通信機能の確保を図るため、通信線路の地下ケーブ

○防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段の整備については、緊急防災・

減災事業債等により財政措置を講じているほか、「災害情報伝達手段に関

するアドバイザー派遣事業」を行い、市町村において多様な情報伝達手段
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ル化、着雪防止工法の採用、重要ルートの二重化等による通信施設の整備

を推進する。また、災害復旧体制の整備・強化に努めるとともに、地域の

実情に応じ、防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段の整備を促進し、

災害時の連絡体制の確保に努める。さらに、郵便物については、その集配

度数の確保に努める。 

の整備を促進している。 

 

○被災情報や避難情報など、国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を確実

に提供するため、ケーブルテレビ幹線の２ルート化等の整備費用（条件不

利地域については、老朽化した既存幹線の更改も補助対象）の一部を補助

している（地域ケーブルテレビネットワーク整備事業）。 

（参考）予算額 

（令和５年度 66百万円の内数 

→ 令和６年度 130百万円の内数） 

 

 

120 （情報通信ネットワークの高度化） 

（イ）豪雪地帯の生活の向上や産業活動の円滑化を図るため、光ファイバ

等の超高速ブロードバンドや携帯電話等移動通信のための基盤整備を推進

する。 

○条件不利地域において、地方公共団体や電気通信事業者等が高速・大容量

無線通信の前提となる伝送路施設（光ファイバ）やそれに伴う局舎内設備

を整備する場合に、国がそれらの整備費用の一部を補助している（高度無

線環境整備推進事業）。 

（参考）予算額 

（令和５年度当初4,135百万円、補正2,004百万円 

      → 令和６年度 4,428百万円（全国）） 

 

○地理的に条件が不利な地域において、地方公共団体や無線通信事業者等が

携帯電話の基地局等を整備する場合に、整備費用等の一部を補助している

（携帯電話等エリア整備事業）。 

（参考）予算額 

（令和５年度当初 1,798百万円、補正3,923百万円 

→令和６年度 2,300百万円（全国）） 

 

○近年、多発･激甚化する自然災害を踏まえ、災害時に確実かつ安定的な情

報伝達が確保されるよう、地域の情報通信基盤であるケーブルテレビネッ

トワークの光化等による耐災害性強化の事業費の一部を補助している（ケ

ーブルテレビネットワーク光化等による耐災害性強化事業）。 

（参考）予算額 
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（令和５年度当初900百万円、二次補正2,470百万円 

→ 令和６年度 1,250百万円） 

121 

 

カ 電力の確保 

 着雪による送電線の切断や塩雪害を防止するため、送電線の難着雪化等

の防雪対策の強化を推進するとともに、電源車等による災害復旧体制の整

備・強化を図り、安定した電力の供給に努める。 

〇令和4年12月の紋別市における鉄塔倒壊事象について、令和５年6月5日の

第18回電気設備自然災害等対策WGで取扱い、当該の事象は異常着雪に加え

、鉄塔に繋がる電線に張力のアンバランスが生じたことが原因であるとの

結論を得た。これを踏まえ、一般送配電事業者等に対し、同様の事故を防

止する観点から必要に応じた対策を取ることを要請した。また、令和５年

12月に電気設備の技術基準の解釈の改定を行った。 

201 

 

（２）農林業等地域産業の振興に関する事項 

  経済のグローバル化に伴う国際競争の本格化、情報化の進展、産業構造

の変化等を背景として、豪雪地帯を含む地域産業は急激な転換を迫られて

いる。このため、我が国の経済構造等の改革を視野に入れつつ、豪雪地帯

においては、雪害対策の着実な実施を図りながら、豊かな土地、水資源、

恵まれた自然環境、雪冷熱エネルギー等の優れた地域資源を生かすととも

に、農林業等の生産活動を通じて発揮される多面的機能を確保し、先端技

術等も活用しつつ、総合的な視点に立って地域の特性に応じた地域産業の

構築と雇用機会の確保に努める。 

 

202 

 

ア 農業の振興等 

（農業の競争力の強化等） 

（ア）豪雪地帯が食料の安定供給において果たす役割に鑑み、農業者の経

営判断による需要に応じた生産を推進し、地域の特性を生かした農業の展

開を図る必要がある。このため、豪雪地帯の特殊性に対応したほ場や用排

水施設の整備、農道の整備等の土地改良事業を実施し、農業生産基盤の整

備に努める。また、経営継承を円滑に行い、農林漁業の６次産業化等を担

う女性や高齢者などの多様な人材を確保する。 

加えて、新規就農の増大を図るとともに、関係者による話合いにより担

い手への農地集積・集約化を促し、農業の競争力強化を図る。 

また、輸出対策の推進、技術や知的財産を活用した新需要・新産業の開

○力強く持続可能な農業構造の実現に向けて、青年層の新規就農の促進や女

性農業者の能力が最大限発揮できる環境の整備を行うとともに、地域農業

の将来の在り方や農地の利用を明確化した地域計画の策定、同計画に位置

付けられた経営体の経営継承に併せた経営発展の取組や同計画の実現に向

けて農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化を図ってい

るところ。 

（参考）令和６年度予算（全国） 

・新規就農者育成総合対策 12,124百万円  

・女性の活躍推進 90,900百万円の内数 

・地域計画策定推進緊急対策事業 1,359百万円 

・経営継承・発展等支援事業 100百万円 

・農地中間管理機構を活用した農地の集約化等の推進 

→ 令和６年度 4,613百万円 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

拓等、「攻め」の視点に立った新たな可能性を追求するための政策も推進

する。 

さらに、環境への負荷の少ない持続可能な農業を進めるため、堆肥等の

有機資源を活用した土づくり等を促進するとともに、冷涼な気候条件を生

かして農薬の節減を図る等、環境保全型農業の推進に努める。 

このほか、雪冷熱エネルギーの利用により、生産・加工・貯蔵した農産

物のブランド化や低コストでの出荷調整など、雪国が持つ豊富な資源を有

効かつ積極的に活用する取組を進める。 

 

○農業生産基盤の整備については、農業農村整備事業や農山漁村地域整備交

付金等により農業競争力の強化を図っている。 

・農業農村整備事業 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 1,116億円、令和５年度（補正）851億円 

→ 令和６年度 1,124億円） 

・農山漁村地域整備交付金 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 77,390百万円の内数 

→ 令和６年度 76,999百万円の内数） 

・農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交

流対策型及び産業支援型）予算額（国費） 

（令和５年度 9,070百万円の内数 

→ 令和６年度 8,389百万円の内数） 

 

○経営所得安定対策等のうち、畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）及び米

・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）については、平成26年通

常国会で改正された担い手経営安定法に基づき、平成27年産から、認定農

業者、集落営農、認定新規就農者を対象に規模要件を課さずに実施。 

水田活用の直接支払交付金については、引き続き実施。 

（参考）令和６年度予算（全国） 

・畑作物の直接支払交付金： 

令和５年度 1,984億円→令和６年度 1,992億円 

・米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金： 

令和５年度 528億円 → 令和６年度 419億円 

・水田活用の直接支払交付金： 

令和５年度 3,050億円→令和６年度 3,015億円（コメ新市場開拓等促進事

業含む） 

 

○雪冷熱エネルギーを活用した農産物貯蔵施設等の整備を行う場合について

は、事業の目的や内容に対応した支援メニューが用意されており、「農山

漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交流対
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

策型及び産業支援型）」、「強い農業づくり総合支援交付金」等の活用が

可能。 

・農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交

流対策型及び産業支援型）予算額（国費） 

（令和５年度 9,070百万円の内数 

→ 令和６年度 8,389百万円の内数） 

・強い農業づくり総合支援交付金（国費） 

（令和５年度12,052百万円の内数 

→令和６年度12,052百万円の内数） 

203 

 

（総合的な畜産対策） 

（イ）畜産については、冬期の土地利用に制約のある豪雪地帯における安

定的な所得確保に資するものであり、土地利用型農業の基軸として需要の

動向に対応した計画的で安定的な生産に努める必要がある。このため、地

域の特性に応じた草地畜産基盤の整備、地域未利用資源の活用等による飼

料自給率の向上、畜産振興施設の整備等に努め、総合的な畜産対策の推進

を図る。 

○農業生産基盤（草地畜産基盤）の整備については、農業農村整備事業や農

山漁村地域整備交付金等により農業競争力の強化を図っている。 

・農業農村整備事業 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 1,116億円、令和５年度（補正）851億円 

→ 令和６年度 1,124億円） 

・農山漁村地域整備交付金 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 77,390百万円の内数 

→ 令和６年度 76,999百万円の内数） 

 

204 

 

（先端技術の利用等） 

（ウ）生産性の飛躍的向上に資するため、産学官の緊密な連携の下に、長

期的視点に立って、バイオテクノロジー等の先端技術を利用し、耐寒性、

耐雪性、収量性などに優れた新品種の開発や乳量、肉質に考慮した増体性

、繁殖性等の向上に着目した家畜改良などに努める。 

 また、高度情報通信技術を活用し、農業気象情報の収集、市場動向調査

、農産物物流システム等の高度化を図るため、情報通信基盤の整備、情報

提供システムの開発等を総合的に推進する。 

 さらに、雪や氷の冷熱エネルギーを利用した農産物の低温貯蔵等の農業

技術の開発・普及を図る。 

○耐寒性、耐雪性、収量性などに優れた新品種の開発について、「食料安全保

障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクトのうち食料安全保障強化に

資する新品種開発」（R4～R7）により米粉用米や、寒地・寒冷地での栽培に

適した牧草（チモシー、オーチャードグラス、ペレニアルライグラス）を対

象に越夏性、耐病性等を付与し、収量性の向上に取り組んでいるところ。 

 

205 （雪害対策の充実） ○「雪に強い品種の開発」について、「戦略的プロジェクト研究推進事業の

うち生産現場強化プロジェクト」（H27～R 元）により、越冬性が高く寒地
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

 （エ）積雪による作物栽培及び生育期間上の制約を克服するため、雪に強

い品種の開発・導入や、雪面黒化法等による消雪促進をはじめ、耐雪性の

育苗等農業用施設や流雪溝を兼ねた農業用用排水施設、除雪機械等、消融

雪施設等の整備・拡充を図るとともに、農地や農業用施設に接する農道の

円滑な除排雪の促進、ローカルエネルギー利用による消融雪の促進に努め

る。また、果樹や茶の枝折れ等の雪害の防止や、発生した後の栽培管理技

術の向上・普及に努める。なお、果樹や茶の樹体損傷がひどい場合には、

改植等の推進により雪害からの復旧に努める。また、農業保険への加入の

促進に努める。 

・寒冷地での栽培に適した牧草（オーチャードグラス等）の栽培利用技術

を開発しており、当該牧草についてはみどりの食料システム戦略技術カタ

ログでの紹介や、農研機構の作成した標準作業手順書等により普及に取り

組まれているところ。 

 

 

○流雪溝を兼ねた農業用用排水施設を整備できる事業として、農山漁村地域

整備交付金の事業メニューの水利施設等整備事業（地域用水機能増進型）

及び地域用水環境整備事業等により、措置しているところ。また、農業用

施設の整備では、農山漁村振興交付金のうち農山漁村発イノベーション対

策等により雪害対策の充実を図っている。 

・農山漁村地域整備交付金 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 77,390百万円の内数 

→ 令和６年度 76,999百万円の内数） 

・農山漁村振興交付金のうち（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促

進・交流対策型及び産業支援型）予算額（国費） 

（令和５年度9,070百万円の内数 

→令和６年度 8,389百万円の内数） 

 

 

○雪害を防止するための果樹や茶の栽培管理技術について、通知により現場

での徹底を求めている。また、果樹・茶支援関連対策により改植等を支援

している。 

（参考） 持続的生産強化対策事業のうち 

 ・果樹農業生産力増強総合対策 

 （令和５年度 5,074百万円の内数 

        →令和６年度 5,054百万円の内数） 

 

 ・茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進 

 （令和５年度 1,353百万円の内数 

        →令和６年度 1,138百万円の内数） 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

○園芸施設共済について、 

・掛金の割引措置（小規模被害の除外等） 

・補償の充実（特約の導入等） 

を措置し、加入推進を行っている。 

 

〇収入保険について、補償範囲の調整により、保険料が安くなるタイプの導

入や、通常５年分必要な青色申告実績を１年分でも加入できるようにする

等、より多くの農業者に加入いただけるよう拡充してきたほか、農業共済

組合がＪＡ等の関係機関と連携して行う、収入保険への加入推進活動を支

援している。 

 

206 

 

イ 林業の振興 

（豪雪に対応した森林施業） 

（ア）冠雪害、雪圧害など豪雪が育林に及ぼす影響は極めて大きいことか

ら、雪おこし、適切な間伐等の実施や雪に強い優良品種の植栽などによる

的確な更新を確保するとともに、地域の状況に応じて天然力を活用した多

様で健全な森林の維持を図る。また、森林保険への加入の促進に努める。 

○豪雪に対応した森林施業については、森林整備事業により造林、間伐、雪

起こし等を支援している。 

（参考） 

（令和５年度128,857 ha → 令和６年度 132,465ha） 

 

○森林保険は、森林に火災、気象災及び噴火災が発生したときに経済的損失を

補てんするもので、森林保険法に基づく保険制度を国立研究開発法人森林研究

・整備機構 森林保険センターが運営し、森林所有者の林業経営を支援している

。 

 

207 

 

（林業活性化の方策） 

（イ）豪雪地帯の地域特性に応じた林業の活性化に向け、森林の整備、木

材の生産、加工、流通等、川上から川下までの取組を総合的に推進するこ

ととし、経営規模の拡大、特用林産物等の複合経営の推進等による林業経

営体の育成・強化を図るとともに、新規参入者への支援、通年雇用化の推

進等による林業就業者の確保に努める。また、林道における雪害防止施設

の整備を適切に実施しつつ、傾斜区分別の作業システムに応じ、林道と森

林作業道を適切に組み合わせた路網の整備を図るとともに、高性能林業機

○豪雪地帯の地域特性に応じた林業の活性化に向け、林業・木材産業循環成

長対策による間伐や路網整備・機能強化等の森林整備、高性能林業機械の

導入、特用林産施設、木材加工流通施設の整備等への支援を措置している

。また、森林・林業担い手育成総合による新規就業者の確保・育成、森林

整備事業による林道の雪害防止施設の整備等、さらには建築用木材供給・

利用強化対策のうち森林を活かす都市の木造化等促進総合対策事業により

、川上から川下までが連携した顔の見える木材安定供給体制の構築に資す

る、地域等における課題解決の取組への支援を措置しているところ。これ

らの予算を組み合わせ効率的な木材供給体制の整備に取り組んでいる。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

械の導入、情報提供等の事業活動の支援措置を講ずる。さらに、木材の安

定供給体制の構築や生産流通の効率化を図る。 

（参考）関連予算 

・豪雪地帯における森林整備事業（推計値） 

（令和５年度 48,044百万円、令和５年度（補正）32,855百万円  

→ 令和６年度 52,123百万円） 

・林業・木材産業循環成長対策 

（令和６年度 6,410百万円の内数） 

・森林・林業担い手育成総合対策 

（令和５年度 4,681百万円の内数 

→ 令和６年度 4,727百万円の内数） 

・建築用木材供給・利用強化対策のうち森林を活かす都市の木造化等促

進総合対策事業 

（令和６年度 1,001百万円の内数） 

 

208 

 

（森林の多面的な機能の確保） 

（ウ）国民の森林に対する要請が多様化していることに鑑み、林業生産活

動とともに、山地災害の防止、地球温暖化防止、水源の涵
かん

養、保健休養、

自然環境の保全、生物の生息・生育環境の保全等の森林の有する多面的な

機能を高度に発揮し得る森林の整備を進め、森林の総合的な利用の推進を

図る。 

○森林の多面的な機能の確保に向けて、山地災害を防止し地域の安全性の向

上に資するため、治山事業により治山施設の設置等を行うとともに、多様

で健全な森林を育成するため、森林整備事業により間伐や路網整備等に対

し支援を行っている。 

（参考）関連予算 

・豪雪地帯における森林整備事業（再掲・推計値） 

（令和５年度 48,044百万円、令和５年度（補正）32,855百万円  

→ 令和６年度 52,123百万円） 

・豪雪地帯における治山事業 

（令和５年度 27,112百万円、令和５年度（補正）12,317百万円 

 → 令和６年度 25,273百万円） 

・農山漁村地域整備交付金 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 77,390百万円の内数 

→ 令和６年度 76,999百万円の内数） 

 

209 

 

ウ 水産業の振興 

 漁港施設について、除雪体制を整備し、冬期風浪期における安全性の向

○大規模自然災害に備えた漁業地域の安全の確保とともに、漁港における就

労環境の改善や戦略的な長寿命化対策等を推進している。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

 上、陸揚げ機能の強化等を図り、その整備・充実に努める。また、漁船の

安全な操業を確保するため、通信施設、航路標識等の整備に努める。さら

に、海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施、増大するリス

クも踏まえた水産業の成長産業化の実現及び地域を支える漁村の活性化の

推進を図る。 

○流通・輸出拠点漁港における高度衛生管理対策や生産・流通機能の強化対

策等を推進している。 

210 

 

エ 工業及び新しい産業の振興 

 豪雪地帯における工業を積極的かつ計画的に振興するため、地場産業等

の地域に根ざした産業の振興を図るとともに、バイオテクノロジー等を活

用した先端技術産業等の誘致・育成を促進する必要がある。また、国際的

なマーケットも視野に入れつつ、雪国に適した商品の開発を積極的に推進

するとともに、雪や氷を生かした新しい産業の振興に努めることが重要で

ある。さらに、技術革新、情報化、消費者ニーズの高度化や多様化の進展

等に伴い、情報、知識、人材育成等に関する新しい産業について、異業種

間の交流・融合を促進することも重要である。 

 このため、適切な水需要予測に応じた水資源の開発及び工業用水道の整

備、技術力向上のための研究機関及び教育・研修施設の整備、技術情報の

データベース化の促進、情報通信ネットワークの整備、雪冷熱エネルギー

を活用した施設整備並びに研究者、技術者等の定住促進のための生活環境

の整備を図る。また、冬期における雪害を防除し、操業の円滑化を図るた

め、工場等の施設の耐雪耐寒構造化の推進及び工場内消融雪施設等の整備

を推進する。 

○豪雪地帯における工業用水道の整備については、各地方自治体からの要望

に応じて「工業用水道事業費補助金」により、工業用水道整備にかかる費

用の一部を補助している。 

（参考）令和６年度 80百万円 

 

〇中小企業や小規模事業者が雪氷熱や地中熱をはじめとする再生可能エネル

ギー設備を導入する際の設備資金に対し、日本政策金融公庫による低利融

資制度を措置している。 

211 

 

オ 商業・サービス業等の振興 

（商業の振興） 

（ア）小売業については、無雪駐車場の整備、店舗の共同化等により商店

街の高度化を促進するとともに、アーケード、消融雪施設の整備等により

、降積雪時においても快適な買物空間の形成に努める。 

 また、卸売業については、雪に強い卸売団地や問屋街等の整備に努める

。 

○「高度化事業」により、店舗の共同化・卸団地等の整備に対する支援を行

っている。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

212 

 

（運輸業及び建設業の振興） 

（イ）降積雪の影響を受けやすい運輸業については、積雪期の交通の確保

に努めるとともに、雪に強い流通業務団地等の整備を進める。 

また、地域の建設企業は、除雪をはじめ、災害時には最前線で地域社会

の安全・安心の確保を担う「地域の守り手」として重要な役割を担ってい

ることから、建設業の担い手確保に向けた取組を推進する。 

○地域の建設業の担い手確保に向け、建設技能者の賃金引上げに向けた申合

せを大臣と建設業４団体において行うとともに、週休２日を確保できるよ

うにするための工期の適正化の働きかけ、施工時期の平準化など働き方改

革に資する取組を推進している。 

 

 

 

213 

 

（観光・レクリエーション産業等の振興） 

（ウ）地域の自然や生活、文化を生かした個性的な雪国リゾートを創造す

るとともに、海外をも視野に入れた冬期間観光の開発を推進する。このた

め、多様で豊かな自然環境、居住環境・食文化を含めた地域の生活文化、

歴史的施設等の各種観光資源の発掘・再評価に努めるとともに、冬期利用

に配慮した親雪公園やスキー場等を核とした通年型スポーツ・レクリエー

ション施設の整備を図る。また、宿泊施設についても、価格・サービス体

系の多様化を進めつつ、整備・充実を図る。さらに、マルチメディア等を

利用した観光情報システムの整備を図る。 

○豪雪地帯基礎調査により、毎年、雪に親しむことをテーマとした観光振興

、冬季スポーツ振興、冬季のレクリエーションの提供に関する行事の実施

状況について実態を把握し、関係自治体に情報提供している。 

（令和４年度 観光振興イベント等：288件、冬季スポーツ振興：489件、 

冬季のレクリエーションの提供：337件） 

 

〇スノーリゾートへのインバウンド需要をタイムリーかつ的確に取り込むた

め、インバウンド需要を取り込む意欲・ポテンシャルの高い地域における

国際競争力の高いスノーリゾートを形成するため「国際競争力の高いスノ

ーリゾート形成促進事業」を実施している。 

214 

 

 

 

カ 雇用対策の推進 

（職業能力の向上） 

（ア）近年における急速な技術革新の進展、産業構造の高度化等に対応し

て、労働者の多様かつ高度な職業能力の開発、向上を図るため、公共職業

能力開発施設の整備及び機能の充実に努めるとともに、専修学校や各種学

校等との連携を図る。 

○地域の特性に応じて、職業能力開発校等の設備整備（建物の整備（建替、

改修、修繕等）、機械器具の整備）に係る経費、職業訓練指導員の研修の

実施に係る経費の補助を行っている。 

 

○国から都道府県等への委託により、様々な民間教育訓練機関を活用して、

地域の特性に応じた高度・多様な職業訓練を創出、提供している。 

215 （通年雇用対策） 

（イ）労働者の季節的失業を防止し、地域の雇用の安定と産業の振興に資

するため、通年雇用対策を推進する。 

 また、出稼労働者に対しては、援護対策の充実を図る。 

○季節労働者の雇用の安定化を図るため、「通年雇用助成金」や「季節労働

者通年雇用促進支援等事業」などの事業を実施している。 

（実績） 

・通年雇用助成金（支給実績） 

（令和４年度 6,377人、3,124百万円 

→令和５年度5,570人、2,768百万円） 

・季節労働者通年雇用促進支援等事業（利用者数） 



参考資料３ 

 

 - 20 - 

No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

（令和４年度 17,376 人 → 令和５年度 17,563 人） 

（関連予算） 

・通年雇用助成金 

（令和５年度 3,438百万円 → 令和６年度 3,094百万円） 

・季節労働者通年雇用促進支援等事業 

（令和５年度 866百万円 → 令和６年度 864百万円） 

 

○出稼労働者を多数送出する地域の労働局等において職業相談等による地元

就労の促進、やむを得ず出稼就労する者に対する相談を実施。 

 

○出稼労働者の住環境を整備するための指導等を実施している。 

301 

 

（３）生活環境施設等の整備に関する事項 

 豪雪地帯における冬期の生活は、著しい降積雪等により、地域社会の機

能が様々な面において低下するとともに、屋根雪下ろし等の除排雪活動に

追われるなど幾多の制約を受けている。 

このような状況に対処し、地域の特性に応じて、雪に強く安全で快適な

生活環境の形成を図るため、教育、保健衛生、医療、介護・福祉サービス

、消防防災等の住民生活に密着した各分野における施設等について、各種

既存施設の活用にも留意した整備と克雪対策の充実を図るとともに、克雪

住宅の普及・促進、命綱固定アンカー設置の促進、克雪用水の確保、安定

的な電力供給の確保やエネルギーの有効利用等に努める。また、地域にお

ける克雪・防災機能等の向上を図るため、地域住民のコミュニティー活動

や組織づくりを住民参加のもとで積極的に進めるとともに、マルチメディ

ア等を利用した総合的な雪国情報システムの整備を推進する。  

 

302 

 

 

ア 教育環境の向上 

（学校教育施設の整備） 

（ア）学校教育施設については、耐雪耐寒構造化の推進等により、積雪、

寒冷の程度に応じた施設の整備を図るとともに、施設の実態に即して耐震

化や老朽化対策を行い、安全で良好な教育環境の整備を進める。 

○公立小中学校等の施設整備については、公立学校施設整備費において国庫

補助を行っており、積雪寒冷度に応じた補助対象面積の加算や、特別豪雪

地帯における補助率の嵩上げ、単価の加算、改築事業の補助要件の緩和な

どにより、耐震化や老朽化対策も含め、施設の実態に即した支援を行って

いる。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

 また、自然災害等の発生時においても、子どもたちの学びを保障できる

よう、１人１台端末や高速通信ネットワーク等の学校ＩＣＴ環境の充実を

図るとともに、１人１台端末の活用を促進する。 

＜特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設等に対する国の負担・算定割

合の嵩上げ事業の実績＞ 

令和５年度 ８校 18事業 1,927百万円 

※特例事業の実績を含む自治体への交付実績。 

 

〇１人１台端末の活用促進については、GIGAスクール運営支援センター事業

において、ヘルプデスク設置などの体制整備や教師・職員の研修に関する

経費の支援を行っており、端末活用に向けた支援基盤の構築を行っている

。 

＜GIGAスクール運営支援センター事業＞ 
令和５年度実績 4,168百万円 

303 

 

（学校教育施設の適正配置等） 

（イ）積雪等のために通学の困難な地域においては、冬期分校、へき地に

おける冬期寄宿舎等の学校教育施設の適正配置に努める。 

 また、積雪期における教職員の通勤困難を緩和するため、へき地におけ

る教職員宿舎の整備を促進する。 

○公立学校施設整備費による国庫補助において、積雪等のために通学の困難

な地域における公立小中学校等の寄宿舎等や教職員住宅の整備については

、補助率を嵩上げすることにより、その整備に対する支援を行っている。 

＜特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設等に対する国の負担・算定割

合の嵩上げ事業の実績＞ 

令和５年度 ８校 18 事業 1,927 百万円 

※特例事業の実績を含む自治体への交付実績。 

 

304 

 

（通学の安全の確保） 

（ウ）積雪期における通学の安全を確保するため、通学路の歩道、交通安

全施設等の整備及び歩道除雪の強化等に努める。 

 また、へき地における遠距離通学者については、安全で円滑な登下校が

行えるようスクールバス等の整備を促進する。 

○通学路の歩道、交通安全施設等の整備及び歩道除雪については、防災・安

全交付金等により支援している。 

 

○へき地等におけるスクールバス等の整備については、「へき地児童生徒援

助費等補助金」により、スクールバス等を購入する市町村等に対する補助

を行っている。 

令和５年度 170台 534百万円 

305 

 

（雪に親しむ教育と生涯学習等の充実） 

（エ）学校を含め様々な場において、地域の実情に応じて、雪を教材とし

た自然学習、雪国など自然条件に特色ある地域の生活についての学習など

の、雪に親しみ、雪に関する意識の高揚を図るための教育及び人材育成を

○各地の公民館等においては、地域の実情に応じて雪に親しむ教育を含めた

様々な学級・講座を実施している。 

 

○学習指導要領において、体育における自然との関わりの深い雪遊びやスキ

ーなどの指導について、学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

推進する。 

加えて、日常生活における雪の危険性、除排雪作業等を通じた地域コミ

ュニケーションの重要性、雪により醸成される特色ある文化等の教育にも

配慮する。 

意することとしている。 

○学習指導要領において、地形や気候などに着目して、国土の自然などの様子

や自然条件から見て特色ある地域の人々の生活を捉え、国土の自然環境の特

色やそれらと国民生活との関連について、学習することとしている。 

 

306 

 

（オ）生涯学習体系への移行に向け、専修学校（専門課程）を含めた高等

教育機関等の整備を図るとともに、地域社会との連携を進め、地域におけ

る学習機会の充実に努める。 

○地理的な要因にかかわらず、学びやすい環境を整備するため、「放送大学

の充実・整備」の施策を講じている。 

＜放送大学学園補助金＞ 

令和６年度 7,301百万円 

307 

 

 

（社会教育施設等の充実） 

（カ）高齢化の進行等の地域の実情に対応し、地域のコミュニティー活動

等の促進及び地域住民の冬期における健康・体力の増進に資するため、人

づくり、組織づくりを推進するとともに、図書館、公民館等社会教育施設

の設備の充実、屋根付多目的広場等の交流・レクリエーション施設の整備

に努める。 

○各地の公民館等においては、公民館運営審議会等において各種事業の企画

実施等について審議し、人づくり、組織づくりの推進を図るとともに、「

公民館の設置及び運営に関する基準」等に基づき、地域の実情に応じて住

民の利用促進を図るために必要な施設及び設備を備えるよう努めている。 

 

○国立青少年教育振興機構では、豪雪地帯も含め、全国28カ所に国立青少年

教育施設を設置しており、利用者の安全・安心の確保のため、必要な整備

等に努めている。 

 

308 

 

 

イ 保健衛生施設の整備 

（水道施設等の整備） 

（ア）積雪や凍結に強い上水道・簡易水道施設の整備・拡充を図るととも

に、適切な水需要予測に応じた水資源の開発を推進する。 

○水道施設等については、省令等に基づき、積雪や凍結に強い安全な構造で

あることとされている。 

 

○市町村が実施する水道施設の整備に要する費用の一部を財政支援している

。 

（令和５年度 33,953百万円の内数 

→ 令和６年度 13,213万円の内数、 

  他に防災・安全交付金がある） 

 

309 

 

 

（し尿・廃棄物処理施設等の整備） 

（イ）下水道、集落排水施設、浄化槽の整備を計画的に推進する。また、

施設の老朽化に対応した廃棄物処理施設の整備を進めるとともに、廃棄物

○し尿・廃棄物処理施設等の整備については、循環型社会形成推進交付金に

より市町村を支援している。なお、豪雪地帯においては、人口要件及び面

積要件を撤廃している。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

 

 

の発生抑制、再使用、再生利用に努めるほか、積雪期に対応したし尿・ご

みの収集体制及び処理施設の整備・拡充を図る。 

○浄化槽整備の推進について、循環型社会形成推進交付金により支援してい

る。 

○地方公共団体が行う管渠、ポンプ場、処理場等の下水道施設の整備に対し

、社会資本整備総合交付金等により支援している。 

310 

 

 

（農村検診センターの整備） 

（ウ）住民の疾病予防及び健康増進を図るため、その拠点となる農村

検診センターの整備・充実を図る。 

○農村検診センターの整備に要する費用の一部を補助している。 

（令和５年度 3,601百万円の内数 

→ 令和６年度3,869百万円の内数） 

※保健衛生施設等施設整備費補助金として一括計上 

 

311 

 

 

ウ 医療体制の強化 

（医療体制の強化） 

（ア）病院、診療所等の施設の整備及び医師その他医療従事者の確保と適

正な配置により、適切な医療水準の確保を図るとともに、無医地区の解消

に努める。 

 また、救急患者の医療を確保するため、救急医療体制の整備・充実を図

るほか、高齢化の進行に対応した医療の充実・強化に努める。 

○無医地区の解消を図るため、へき地診療所等の整備に対する補助を行って

いる。また、へき地保健医療対策費を活用し、患者輸送車（艇）に対する

支援を行うとともに、ドクターヘリの活用等により救急医療体制の充実を

図っている。 

（参考） 

・豪雪地帯がある道府県におけるドクターヘリ配備機数 

（令和４年度 31機 → 令和５年度 31機） 

312 

 

 

（へき地医療の強化） 

（イ）特に、医療環境が整っていないへき地については、へき地医療拠点

病院、へき地診療所及びへき地保健指導所の整備・拡充並びにへき地勤務

医師等の確保を図るとともに、情報通信機器等を利用した診療連携の推

進、患者輸送の機能を有するヘリコプターや雪上車等の配備を行い、へき

地医療の確保及び医療水準の向上を図る。 

 また、保健業務と一体となった包括的な医療水準の向上に努める。 

○へき地医療拠点病院やへき地診療所等の整備については、医療施設等施設

整備費補助金及び医療施設等設備整備費補助金により、補助を行っている

。また、へき地勤務医師等の確保や医師の派遣調整等を実施するへき地医

療支援機構の運営に対する支援を行っている。 

 

○患者輸送に関しては、患者輸送車（艇）の整備や運営に対する補助を行う

とともに、ドクターヘリの運航に係る経費等に対する支援を行っている。 

（参考） 

・豪雪地帯がある道府県におけるドクターヘリ配備機数 

（令和４年度 31機 → 令和５年度 31機） 

 

313 

 

エ 介護・福祉サービス供給体制の整備等 

 高齢化の進行に対応し、高齢者保健福祉の充実を図るとともに、児童福

祉施設等の社会福祉施設の整備を推進する。 

○福祉サービスの円滑な実施のため、特別豪雪地帯として指定された市町村

に所在する民間社会福祉施設（保護施設）について、除雪に要する費用を

社会福祉施設運営費（措置費等）に算入している。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

 特に、積雪期を含む介護・福祉サービスの円滑な実施のため、必要な人

材の確保、雪に強い冬期巡回・移送等の機動力の確保、冬期交通途絶集落

や雪崩危険地帯に居住する高齢者が冬期に一定期間居住する機能を持つ居

住施設・福祉施設の検討、整備等を行う。 

 また、高齢者世帯等の屋根雪下ろし等の困難な世帯については、ボラン

ティアセンターへの助成等を行い、地域のボランティア等による援助体制

の充実を図るなど、雪処理の担い手の確保、地域の受け皿組織の整備を推

進する。 

（令和５年度 13施設 ４百万円 

→ 令和６年度 13施設 ４百万円） 

 

○児童福祉サービスの円滑な実施のため、特別豪雪地帯として指定された市

町村に所在する民間児童福祉施設（児童養護施設・乳児院等）について、

除雪に要する費用を児童入所施設措置費等国庫負担金に算入している。 

（令和５年度 134,758百万円の内数 

→ 令和６年度 143,771百万円の内数） 

 

○障害者施設の整備については、社会福祉施設等施設整備費補助金等により

、各地方公共団体が地域の実情に応じて施設を整備する際に、その費用に

対する補助を実施している。 

（令和５年度 4,462百万円の内数 

→令和６年度 4,474百万円の内数） 

※令和５年度補正予算で計上した 10,180百万円の内数 

 

○児童福祉施設の整備については、「次世代育成支援対策施設整備交付金」

及び「就学前教育・保育施設整備交付金」により、各地方公共団体が地域

の実情に応じて施設を整備する際に、その費用に対する補助を実施してい

る。 

・次世代育成支援対策施設整備交付金 

（令和５年度 6,652百万円の内数 

→ 令和６年度 6,652百万円の内数） 

※令和５年度補正予算で計上した6,168百万円の内数 

・就学前教育・保育施設整備交付金 

（令和５年度 29,517百万円の内数） 

→ 令和６年度 24,462百万円の内数） 

※令和５年度補正予算で計上した31,809百万円の内数 

 

○高齢者福祉施設の整備・充実について、「地域医療介護総合確保基金」によ

り、各地方公共団体が地域の実情に応じて施設を整備する際に、その費用
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

に対する補助を実施するとともに、令和2年度より豪雪地帯を含む過疎地域

等における介護人材確保に向けた取組を支援する観点から、地域外から介

護施設等に就職するための引越等の費用を助成する等支援を実施している

。（令和６年度 34,944百万円の内数等） 

 

○高齢者等の要援護世帯における除排雪作業の支援や雪処理の担い手の確保

のための取組等により、地域の自立的で安全な除排雪体制の整備を推進し

ている地方公共団体について、「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」によ

り支援している。 

（令和５年度当初 75百万円、補正 150百万円 

→令和６年度当初 75百万円） 

 

314 

 

 

オ 居住環境の向上 

（克雪住宅の普及の促進と雪に強い居住環境の形成） 

（ア）高齢化の進行等を踏まえ、屋根雪下ろしの危険と負担を軽減する既

存住宅の克雪化を含めた克雪住宅の開発・普及、命綱固定アンカーの設置

の促進等、地域の住宅政策の一環として行われる雪に強い居住環境の整備

に向けた取組を促進するとともに、既存住宅の耐震化についても引き続き

促進する。また、集落内でのコンパクトな集合住宅の導入も含めた様々な

住まい方の検討や高齢者の安定的な住まい方の検討を地域の方々の参加を

得ながら進める。 

○地方公共団体が、地域の住宅政策の一環として、克雪住宅を整備する住宅

所有者等に対して整備費の一部を助成する場合に、社会資本整備総合交付

金等により支援している。 

 

○住宅の最低限の安全性の確保を図るため、住宅の耐震性の向上に資する事

業について、社会資本整備総合交付金等により支援を行っている。 

315 

 

（快適な都市づくり） 

（イ）都市内における雪処理の円滑化を図り、雪に強く、快適で魅力ある

都市づくりを進めるため、降積雪を考慮した都市計画を策定し、市街地再

開発、土地区画整理事業等を積極的に推進するとともに、地区計画、建築

協定等の活用を図ることにより、広幅員道路の整備、電線類の地中化、適

切な建蔽率の確保及び冬期利用に配慮した公園や屋外・屋内運動施設を備

えた公園等の整備を図る。この際、街中の再生と活用に留意し、雪に強い

コンパクトなまちづくりを進めるとともに、高齢者、障害者等が日常生活

○コンパクトなまちづくりを推進するため、まちなかへの都市機能の整備・維持

等について、社会資本整備総合交付金等により支援している。 

 

○広幅員道路、電線類の地中化、流雪溝等の整備について、社会資本整備総

合交付金等により支援している。 

 

○冬期利用に配慮した公園や屋外・屋内運動施設を備えた公園等の整備につ

いて、社会資本整備総合交付金等により支援している。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

において使用する公共施設等を円滑に利用できるよう除排雪に努める。ま

た、関係機関と調整の上、空き地、河川敷を利用した雪捨て場等の創出を

図る。 

 また、消融雪熱源の確保及び流雪溝等の面的整備の推進と併せ、地域住

民の自主的、組織的な克雪活動との連携を強化し、除排雪事業の総合的な

推進を図る。 

○関係機関と調整の上、河川敷を雪捨て場として占用により利用させていく

。 

 

○地域コミュニティー形成を推進するため、地域除雪活動ガイドブックを作

成・広報し、地域の実情に応じた活動や問題意識の啓発、行政等との連携

を呼びかけている。 

 

〇地中熱や下水熱等を利用した融雪設備を導入する事業など、再エネ熱等を

利用する事業の計画策定・設備導入を、二酸化炭素排出抑制事業等補助金

にて支援している。 

（H27年度：210番から移動） 

 

316 

 

（空家に係る除排雪等の管理の確保） 

（ウ）積雪に伴う空家の倒壊等により発生する危害を防止するため、地方

公共団体による平時からの所有者の特定等所有者による除排雪その他の適

切な管理の促進及び倒壊のおそれのある空家の除却等を支援するととも

に、積雪により空家が既に倒壊した場合の対策、空家に係る除排雪や活用

方策等の先進的な取組の普及その他必要な措置を講ずる。 

○空き家等の除排雪その他の管理等に関する考え方や、市町村が活用できる国

の制度等について取りまとめ、市町村に周知している。 

 

（除雪について） 

○「降積雪期における防災態勢の強化等について」（令和三年十一月二十六

日付け中防消第九号中央防災会議会長通知）を発出し、空き家等の除雪を

行う必要がある場合に、災害対策基本法第64条第1項に基づき、災害が発

生又は発生しようとしておりかつ応急措置を実施する必要があると認める

ときは、市町村長の判断で除雪のために当該空き家に立入ることが出来る

旨を、地方公共団体等に対し周知した。 

 

○空き家等の管理者が除雪を行わないことにより倒壊して、隣接している住

家に被害が生じるおそれがある場合など、住民の生命又は身体に危害が生

じるおそれがあるときは、災害救助法により、除雪（雪下ろし等）が可能

としている。 

 ※災害救助法の適用は、令和２年度は４県22市町村において行われている

。 

 

○地方公共団体が、居住環境の整備等の観点から、空き家等の除却等を行う
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関連事業・施策等の実施状況 

者に対して、その費用の一部を助成する場合等について、社会資本整備総

合交付金等により支援している。 

 

○過疎地域における空き家の活用については、定住促進空き家活用事業によ

り支援している。 

 

（倒壊した場合について） 

○積雪による自然災害にて倒壊した家屋については、市町村（一部事務組合、

広域連合、特別区を含む。）が災害廃棄物として処理する場合には、災害等

廃棄物処理事業費補助金により、収集・運搬・処理に要する費用の1／2を補

助する。 

 

317 

 

（克雪用水の確保等） 

（エ）降積雪が多い地域では、散水して消雪するためのパイプや道路の路

側等に設置された流雪溝の使用等に伴う消流雪用水を確保することが必要

である。このような克雪用水を安定的に供給するため、地域における水の

ネットワークを整備しつつ総合的な水の有効利用を推進する。 

具体的には、地下水の涵
かん

養等による地盤沈下や塩水化等の防止に努めな

がらの地下水の適切な利用、既設ダムや消流雪用水を供給する雪対策ダム

の整備、水量の豊富な河川等からの消流雪用水の導入、農業用水の流雪用

水としての副次的な活用、下水道施設を活用した流雪水路等の整備、下水

道再生水・下水熱の活用、温泉廃水の再利用等を通じて克雪用水を安定的

に確保する。 

○必要な地域で、下水道施設を活用した流雪水路等の整備、下水道再生水・

下水熱の活用が行えるよう、社会資本整備総合交付金により支援している

。 

 

○消流雪用水導入のための水源の確保、水量の豊富な河川等からの消流雪用

水の導入を実施している。 

 

318 

 

（克雪のための電力供給） 

（オ）克雪用水の供給やロードヒーティング、屋根雪融雪装置に必要な融

雪用電力等の負荷平準化に資する料金メニューの多様化・弾力化を推進し

、電力の効率的な使用を促しつつ、その安定供給に努める。 

○電力小売全面自由化後は、各電力会社において、負荷平準化に資する融雪

向け電力等の多様な料金メニューを提供している。 

（電力小売全面自由化前は、各電力会社から電気事業法に基づき届出られ

た選択約款に基づく融雪向け電力等の料金メニューを提供していた。） 

319 

 

（総合的な雪情報システムの構築） 

（カ）気象、道路、雪害等生活全般にわたる各種の情報を適切かつ迅速に

○冬期の気象、道路等の情報提供は各管理者において実施している。 
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関連事業・施策等の実施状況 

提供する総合的な雪情報システムについては、近年における降雪の態様の

変化、情報通信技術の発達・普及等を踏まえて、降雪量に関する予測技術

の向上などその改善に努めるとともに、情報を効果的に発信することによ

り、地方公共団体等の関係機関に加え、年齢・障害等の有無にかかわらず

全ての住民等に的確に伝達されるよう努める。 

○除雪中の事故防止に向けた対策等については、HPでの啓発や、地方公共団

体への通知により周知している。 

 

○雪情報システムの構築を促進するため、「総合的な雪情報システムの構築

に向けて」を作成し、豪雪地帯の道府県・市町村等に情報提供を行ってい

る。 

○国土交通省ホームページに「全国豪雪地帯の雪に関する情報（ポータルサ

イト）」を作成し、豪雪地帯に指定された道府県及び市町村の情報をとり

まとめ、雪に関する多様な情報を発信している。 

320 

 

カ 消防防災施設等の整備 

（消防体制の整備） 

（ア）消防用資機材、消防緊急情報システム等の消防通信施設の整備及び

積雪型消火栓等の消防水利の確保を図るとともに、消防職団員の確保やコ

ミュニティー消防センター等の整備により、消防力の充実に努める。 

○豪雪地帯における消防用機材、消防通信施設等の整備を促進するため、消
防防災施設整備費補助金及び緊急防災・減災事業債等により財政措置を講
じている。 

 

○消防団員の処遇改善をはじめ、女性や若者など幅広い住民の入団促進に向

けたポスターなどの広報の実施、機能別団員制度や消防団協力事業所表示

制度の活用促進、企業等と連携した入団促進など消防団の充実強化につな

がるモデル事業の推進、団員確保のノウハウが記載されたマニュアルの整

備など、団員確保に向けた様々な施策を展開するとともに、コミュニティ

ー消防センター等の地域防災拠点施設整備を促進するため、消防防災施設

整備費補助金及び緊急防災・減災事業債等により財政措置を講じている。 

 

321 

 

（防災体制及び救急・救助体制の整備） 

（イ）地域防災計画の整備・充実等により、豪雪災害の防除を期するとと

もに、雪害や積雪期の大規模地震等に対する防災体制の強化に努める。ま

た、ヘリコプターの円滑な運用、海上輸送を確保するために必要な港湾施

設の整備、消防防災通信ネットワークの整備、消防施設、警察施設等の整

備等により、救急・救助体制の整備・充実を図り、降積雪時においても防

災業務及び救急・救助業務が円滑に実施されるよう努める。 

○大規模地震や大雪等の大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急

車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者による放置車両対策

の強化に係る所要の措置を講ずる「災害対策基本法の一部を改正する法律

」が平成26年11月14日に成立し、11月21日に公布・施行された。 

 

○豪雪地帯における消防防災施設等の整備を促進するため、消防防災施設整

備費補助金及び緊急防災・減災事業債等により財政措置を講じている。 

322 

 

（ウ）平時から避難行動要支援者の把握に努めるとともに、避難行動要支

援者名簿等を作成し、豪雪が想定される場合に速やかに避難支援体制が整

○災害対策基本法の改正（平成25年法律第54号）により、避難行動要支援者

名簿の作成等を規定し、市町村長は、高齢者、障害者等の災害時の避難に

特に支援を要する者について名簿を作成し、本人からの同意を得て消防、
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赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

えられるようにする。豪雪時において、災害の発生のおそれがある場合に

は、災害対策本部の設置等、速やかに必要な体制をとるものとする。さら

に、大規模な災害の発生に、機動的、効果的に対応し得るよう広域応援体

制等の整備を図る。また、状況の変化に応じた機動的な対応を図る。な

お、地域住民や来訪者等への情報発信に努める。 

民生委員等の関係者にあらかじめ情報提供するものとするほか、名簿の作

成に際し必要な個人情報を利用できることとした（災害対策基本法第49条

の10から第49条の13）。 

 

○「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」の見直しを行い、災害対策基

本法の改正を受けた市町村の事務に係る取組方針等について示した「避難

行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を平成25年8月に公表し

た。これらを踏まえ、平成25年10月～11月にかけ全国９ヵ所でブロック会

議を開催し、都道府県・市町村の防災担当者や福祉担当者に対し、改正災

対法及び取組指針について周知徹底した。 

 

○平成26年３月には、参考となる市町村の取組をまとめた事例集を作成し、

内閣府ホームページで公表した。また、上記ブロック会議開催以降、地方

公共団体から質問があった事項について随時とりまとめ、避難行動要支援

者対策等に係る業務に活用できるよう都道府県に通知した。さらに、各地

域における避難行動要支援者対策の実施状況の把握や取組指針等の内容説

明等のため、複数県の防災担当者等との意見交換会を実施するなど、避難

行動要支援者の避難支援対策の充実強化に取り組んだ。 

 

○令和３年には、さらなる取組の促進のため、災害対策基本法が改正され、

新たに避難行動要支援者ごとに避難支援等を実施するための個別避難計画

の作成が市町村の努力義務とされた。これに伴い、５月には、「避難行動

要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を改定・公表した。 

 

○大雪等が予想される場合には、関係省庁災害警戒会議等を開催するなど、

政府一体となり、必要な体制をとった。 

 ＜令和５年度の開催実績＞ 

  関係省庁災害警戒会議 12/15、1/19,22、2/4 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

○平成28年度に障害者団体の協力を得て、避難行動要支援者向けのパンフレ

ット及び「避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集（平成29年３

月内閣府（防災担当））」を作成し、内閣府ホームページで公表した。 

 

401 

 

（４）国土保全施設の整備及び環境保全に関する事項 

 豪雪地帯では、著しい降積雪に伴う雪崩災害のほか、融雪出水、地すべ

り等、各種災害が毎年発生している。各種施策を推進しているものの、未

だに多数の危険箇所が存在している。 

 このような状況に対処し、安全で自然豊かな美しい国土を目指し、雪崩

防止等のための治山、治水、農地保全事業等を総合的に推進するとともに

、環境保全に配慮した施策の推進を図る。また、雪崩等の災害発生の予測

・連絡・避難体制の確立・整備を図るとともに、災害復旧体制の整備・強

化に努める。 

 

402 

 

（雪崩災害の防止） 

（ア）雪崩災害を防止するため、なだれ防止保安林の整備及び雪崩予防施

設、雪崩防護施設等の雪崩防止施設の整備・充実を図る。また、雪崩の発

生機構についての調査研究を促進し、効果的な対策工法の早期確立に努め

るとともに、雪崩危険箇所の把握を行い、雪崩ハザードマップの活用の促

進や雪崩監視装置の設置等総合的な雪崩対策を積極的に推進する。 

○雪崩災害の防止については、雪崩防止柵の設置や雪崩発生時に緩衝帯とし

ての機能の発揮が期待できる防災林の造成、機能が失われた森林の再生等

を治山事業により実施し、被害の防止を図っている。 

 

○雪崩災害に対する国民の理解と関心を高めることにより、雪崩災害による

人命・財産の被害の防止軽減を図ることを目的として「雪崩防災週間」を

設定し、広報活動や避難訓練、危険箇所のパトロールなどを実施している

。 

 

403 

 

 

（融雪出水災害の防止） 

（イ）融雪出水による災害を防止するため、治山、砂防事業を積極的に実

施するとともに、流域の特性に応じた河川改修の促進、防災調節池、ダム

、遊水地等の多様な治水施設の整備を推進する。また、浸水実績、浸水予

想区域等の公表により土地利用の適切な誘導を図る。さらに、河川情報シ

ステム等の整備や洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップの作成・

活用を促進する。 

○融雪や豪雨等による山地災害の防止を図るため、治山施設の設置等による

浸透・保水能力の高い災害に強い森林づくりを推進している。 

 

○洪水を安全に流下させるため、河道掘削や堤防整備などの河川改修、ダム

や遊水地などの洪水調節施設の整備を推進している。 

 

○砂防事業及び急傾斜地崩壊対策等事業を推進している。 

（例：砂防事業（豪雪地帯分（直轄・補助））令和６年度 933箇所） 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

また、融雪等に伴う河道閉塞に起因する土石流等の重大な土砂災害が急

迫している場合に、市町村が住民の避難指示に係る判断等を適切に行える

よう、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成12年法律第57号）に基づく緊急調査を行い、土砂災害が想定される

土地の区域及び時期の情報を市町村に提供する。 

○土砂災害ハザードマップの作成を促進している。 

（令和４年度 1,580市町村）（全国分） 

（令和４年度 505市町村）（豪雪地帯分） 

 

○土砂災害ハザードマップを活用した防災訓練を実施している。 

（令和５年 344市町村）（全国分） 

 

404 

 

（土石流、地すべり、急傾斜地崩壊等の防止） 

（ウ）融雪に伴う土石流、地すべり、急傾斜地崩壊等を防止するため、治

山事業による保安林等の整備及び地すべり防止施設の整備、砂防関係事業

による土石流対策及び地すべり対策並びに急傾斜地崩壊対策事業を促進す

る。また、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）に基づく地すべり防

止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第

57号）に基づく急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域の指定に

よる建築・開発規制及び建築基準法（昭和25年法律第201号）に基づく災

害危険区域の指定による建築規制を積極的に推進する。これに加えて、必

要に応じて当該区域からの住宅移転等についても積極的に推進する。 

 さらに、土砂災害ハザードマップの作成・活用を促進する。 

○融雪や豪雨等による山地災害の防止を図るため、治山施設の設置等による

浸透・保水能力の高い災害に強い森林づくりを推進している。 

○砂防事業及び急傾斜地崩壊対策等事業を推進している。 

（例：砂防事業（豪雪地帯分（直轄・補助）） 

令和６年度 933箇所） 

 

○災害危険区域等の区域内にある既存不適格住宅等からの移転促進のため社会

資本整備総合交付金等により支援している。 

 

〇災害が発生した地域又は災害危険区域等のうち、住民の居住に適当でないと

認められる区域内にある住居の集団的移転を促進している。 

 

○土砂災害ハザードマップの作成を促進している。 

（令和４年度 1,580市町村）（全国分） 

（令和４年度 505市町村）（豪雪地帯分） 

 

○土砂災害ハザードマップを活用した防災訓練を実施している。 

（令和５年 344市町村）（全国分） 

 

405 

 

（農用地等の防災の強化） 

（エ）農用地、農業施設等の災害を防止するため、農地防災対策や地すべ

り対策事業を推進する。 

○自然災害等からの農用地、農業用施設等の被害の未然防止については、農

業農村整備事業や農山漁村地域整備交付金により農村地域の防災・減災対

策を図っている。 

 

・農業農村整備事業 豪雪地帯分予算額（国費） 
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関連事業・施策等の実施状況 

（令和５年度 1,116億円、令和５年度（補正）851億円 

→ 令和６年度 1,124億円） 

・農山漁村地域整備交付金 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 77,390百万円の内数 

→ 令和６年度 76,999百万円の内数） 

406 

 

（警戒・避難体制の確立及び災害復旧対策の強化） 

（オ）雪崩、地ふぶき、融雪出水、大雪による建物の倒壊等の災害発生に

的確かつ迅速に対応するため、これらの災害の予知・予測技術の研究・開

発を進めるとともに、危険区域の把握、地域住民の防災意識の向上、地域

の実情に応じた防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段の整備や民間事

業者やメディア等との連携の促進による通信・連絡体制及び警戒・避難体

制の強化を図る。また、災害発生に際しては、災害救助及び災害復旧事業

の迅速な対応を図るため、資機材及び体制の整備に努める。 

○防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段の整備については、緊急防災・

減災事業債等により財政措置を講じているほか、「災害情報伝達手段に関

するアドバイザー派遣事業」を行い、市町村において多様な情報伝達手段

の整備を促進している。 

 

○公共土木施設の災害復旧については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負

担法に基づき、国がその事業費の一部を負担（3分の2以上）することとな

っている。迅速な災害復旧を進めていけるように被災自治体からの要望を

聴取したうえで、適切な予算措置に努める。 

407 

 

（環境の保全） 

（カ）雪国の自然環境を美しく健全な状態で将来の世代に引き継いでいく

ため、事業の実施に当たっては、環境影響評価等を適切に実施し、環境の

保全に努めるものとする。また、雪冷熱エネルギーの利用、地下水の涵
かん

養

等による地域の状況に応じた健全な水環境の確保、環境への影響が少ない

凍結防止剤の開発等、脱炭素・循環・自然共生の各分野が統合的に達成さ

れた持続可能な地域社会の構築に向けた環境保全に配慮した施策を総合的

かつ計画的に推進する。 

○脱炭素・循環・自然共生の各分野が統合的に達成された持続可能な地域社

会の構築に向けて、環境基本計画等により環境保全に配慮した施策を総合

的かつ計画的に推進している。 

501  （５）除排雪の担い手の確保及び除排雪体制の整備に関する事項 

 豪雪地帯において、人口の減少、高齢化が進行する中、事業者を中心と

した除排雪の担い手は深刻な人手不足に陥っている。また、個人が十分な

安全対策を取らずに除排雪作業を行う機会が増加していることに伴い、除

排雪作業中の人命に関わる事故等が高齢者を中心に増加している。 

 このような状況を打開するため、除排雪に係る事業者や人材の確保、育

成を行うとともに、住民の協力体制の整備等を行うことにより、地域にお

ける安定した除排雪が継続的に行われる体制の構築を推進する。 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

 さらに、除排雪の担い手不足に対応するため、除排雪の自動化・省力化

に資する技術の開発及び普及を図る。 

502  ア 冬期交通確保のための除排雪事業者の確保 

地域の建設企業は、除雪や災害対応といった役割を担っていることから

、建設技能者の賃金引き上げや、週休２日の推進及び施工時期の平準化等

を図ることにより、建設業の担い手確保に努める。 

また、年毎の降雪量の多寡にかかわらず、将来にわたって安定した冬期

交通を確保するため、地域における除排雪に係る体制の整備に当たっては

、除雪機械の更新等に配慮するとともに、除雪機械の操作を行うオペレー

ターをはじめとする除排雪作業等を担う人材の確保・育成及び技術力の保

持・向上に努める。なお、除雪工事においては、適切な経費の計上を行う

よう努める。さらに、待機料等について、適切な支援を行うよう努める。

加えて、担い手確保が困難となるおそれがある場合には、従来よりも包括

的な契約や地域精通度の高い建設企業との契約を行う地域維持型契約方式

を活用する。 

なお、除排雪の担い手として農林漁業者等も対応していることから、地

域産業の人材確保への支援が必要である。 

○地域の建設業の担い手確保に向け、建設技能者の賃金引上げに向けた申合

せを大臣と建設業４団体において行うとともに、週休２日を確保できるよ

うにするための工期の適正化の働きかけ、施工時期の平準化など働き方改

革に資する取組を推進している。 

 

○地方公共団体の除雪機械の更新等を支援するほか、国が保有する除雪機械の

無償貸与等により、地方公共団体の除雪体制強化のための支援を進めている

。 

○除排雪の担い手である地域の建設企業の確保が困難となるおそれがある場

合には、除排雪等について、複数年契約等従来よりも包括的な契約や地域

精通度の高い建設企業との契約を行う地域維持型契約方式の適切な活用に

ついて地方公共団体に要請している。 

503  イ 共助除排雪体制の整備 

（除排雪の体制整備と安全の確保） 

（ア）地域コミュニティーの機能強化などにより、高齢者宅等の雪処理を

含む地域防災力を強化するとともに、広域からの除雪ボランティア等の受

け皿機能となる組織の構築や、コーディネーターの養成に向けた取組を推

進し、地域における持続可能な除排雪の体制整備とその定着に努める。 

 その際、住民、除雪ボランティア等に対し、広報誌、講習会等を通じて

、除雪作業の持つ潜在的な危険性と安全対策の重要性に対する理解を得る

啓発活動を推進するとともに、命綱、ヘルメット等の除排雪の安全を確保

するための装備の普及に努める。 

 また、豪雪時の雪処理に広域的かつ効率的に対応するために建設業団体

○雪処理の担い手と安全の確保については、 

・「安全安心な克雪体制づくり取組事例集」(R4.3） 

・「安全安心な克雪体制づくり取組事例集」(R3.3） 

・「安心安全な克雪体制づくり 取組事例集」(R2.3） 

・「安心安全な克雪体制づくり取組事例集」(H31.3） 

・「共助除雪・安全対策取組事例集」(H30.3） 

・「”助け合い”除雪取組事例集」(H29.3） 

・「安心安全な克雪体制づくりの取組事例」(H28.3） 

・「住民除雪・除雪交流の取組事例」(H27.4） 

・「新たな地域除排雪の取組事例」(H26.4） 

・「雪下ろし安全10箇条動く電子ポスター」(H25.12） 

・「地域除雪活動ガイドブック（事故防止チラシを含む）」(H25.4） 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

及びその他の非営利団体等との連携を図る。 

 なお、地域の関係者の意見や提案を十分踏まえた取組が必要である。 

を作成・広報している他、地域の自立的で安全な除排雪体制の整備等に取り

組む地方公共団体について、「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」により支

援している。 

 

（令和５年度当初 75百万円、補正 150百万円 

→令和６年度当初 75百万円） 

 

○「降積雪期における防災態勢の強化等について」（令和３年11月26日付け

中防災第39号中央防災会議会長通知）における「広域連携による担い手確

保及び情報交換等」及び「関係業界から除排雪に係る協力を確保する取組

の推進」に関する記述を受け、降積雪期における防災態勢の強化等につい

て関係団体へ周知している。 

504 （交付金の交付その他の措置） 

（イ）地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域にお

ける除排雪の安全を確保するための取組であって豪雪地帯に係る地方公共

団体が実施するものについて、当該地方公共団体に対する交付金の交付そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

 また、地域における除排雪体制整備の取組について積極的に情報収集を

行うとともに実施事例の広報等に努め、先導的な事例の普及を図る。 

○民地の除排雪作業時等の死傷事故の防止のため、将来を見据えた戦略的な

方針の策定と、地域の自立的で安全な除排雪体制の整備等に取り組む地方公

共団体について、「豪雪地帯安全確保緊急対策交付金」により支援している

。 

（令和５年度当初 75百万円、補正 150百万円 

→令和６年度当初 75百万円） 

 

○共助による除排雪の体制づくりを調査・支援し、活動の成果を全国に発信

している。 

601  （６）親雪及び利雪による個性豊かな地域づくりに関する事項 

 親雪及び利雪の観点から、豪雪地帯における自然的特性、固有の文化等

を生かした取組の促進等に努める。また、個性豊かで魅力的な地域づくり

を進めるため、新たな雪国文化の形成や雪国景観の創造・保全に努めると

ともに、雪国の特性を生かした多様な交流を推進する。 

 

602  ア 親雪を通した文化育成及び交流促進 

（新たな雪国文化の形成） 

（ア）克雪活動や大雪時に備えた地域住民による支援のための仕組みづく

りを通じた地域コミュニティーの形成の推進を図る。また、雪と親しみ、

○克雪活動を通じた地域コミュニティー形成を推進するため、 

・「安全安心な克雪体制づくり取組事例集」(R4.3） 

・「安全安心な克雪体制づくり取組事例集」(R3.3） 

・「安心安全な克雪体制づくり取組事例集」(R2.3） 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

雪を楽しむ親雪活動の普及等により、新たな雪国文化を形成する。 ・「安心安全な克雪体制づくり取組事例集」(H31.3） 

・「共助除雪・安全対策取組事例集」(H30.3） 

・「”助け合い”除雪取組事例集」(H29.3） 

・「安全な克雪体制づくりの取組事例」(H28.3） 

・「住民除雪・除雪交流の取組事例」(H27.4） 

・「新たな地域除排雪の取組事例」(H26.4） 

・「地域除雪活動ガイドブック（事故防止チラシを含む）」(H25.4） 

を作成・広報している他、豪雪地帯基礎調査により、 

毎年、雪に親しむことをテーマとした交流活動の実施 

状況について実態を把握し、関係自治体に情報提供し 

ている。 

603 （雪国景観の創造・保全） 

（イ）雪の景観素材としての活用等地域特有の自然や生活文化が反映され

た雪国ならではの景観の創造・保全に、住民、企業と一体となって努める

。 

○景観法に基づく、良好な景観形成等を推進しているほか、地方公共団体に

おいても景観形成に関する独自の条例や計画等を定め、雪国景観の創造・

保全に努めている。 

604  （地域間交流の多様な展開） 

（ウ）雪国の特性を生かした多様な交流を推進するため、地域の産業や交

流に関するデータベースの充実等を図り、豪雪地帯からの情報発信機能の

強化に努める。 

  また、雪国の豊かな自然や伝統的な生活・文化等雪国の地域特性を生か

した体験型・参加型の地域間交流を推進するため、雪国の暮らしや遊びを

指導するインストラクターや専門家の養成に努める。 

 広域からの雪処理の担い手の円滑な確保という観点も含め、普段からの

交流による関係づくりや情報交換の推進を図る。 

○豪雪地帯基礎調査により、毎年、雪に親しむことをテーマとした地域内の

交流、地域間（国内）の交流、雪国文化の伝承・普及に関する行事の実施

状況について実態を把握し、関係自治体に情報提供している。 

（令和４年度 地域内の交流イベント：316件、地域間（国内）の交流：124

件、雪国文化の伝承・普及：158件） 

 

○共助による除排雪の体制づくりを調査・支援し、活動の成果を全国に発信

している。 

605  （国際交流の促進） 

（エ）地域特性に応じた独自の生活文化や創意工夫を生かした雪対策・寒

冷地対策が進められている海外の雪国との情報・意見の交換を行うため、

国際会議、文化活動、スポーツ、イベントの開催等を通じた国際雪国交流

を促進する。 

○豪雪地帯基礎調査により、毎年、雪に親しむことをテーマとした国際交流

に関する行事の実施状況について実態を把握し、関係自治体に情報提供し

ている。 

（令和４年度 雪に関する国際交流イベント等：15件） 
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関連事業・施策等の実施状況 

606  イ 利雪を通した地域の振興 

（雪冷熱エネルギー等の利活用） 

（ア）豪雪地帯に賦存する雪氷や木材を地域の資源と捉えて活用する

ことは、エネルギーの地産地消の推進及び脱炭素社会の実現に寄与す

る。また、エネルギー自給率の向上や災害発生時のエネルギー確保に貢

献するとともに、未利用の資源を有効活用した地域振興の観点からも

重要である。このため、雪冷熱エネルギーや木質資源等を冷暖房や雪

室倉庫（農産物等を貯蔵する倉庫）に活用する技術の開発を進めるほ

か、そうした技術を公共施設において積極的に取り入れるとともに、

民間施設への導入を支援する。さらに、実施事例の広報等を通じ、そ

の一層の普及・促進に取り組む。 

〇中小企業や小規模事業者が雪氷熱や地中熱をはじめとする再生可能エネル

ギー設備を導入する際の設備資金に対し、日本政策金融公庫による低利融

資制度を措置している。 

 

○雪冷熱エネルギーを活用した農産物貯蔵施設等の整備を行う場合について

は、事業の目的や内容に対応した支援メニューが用意されており、「農山

漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交流対

策型及び産業支援型）」、「強い農業づくり総合支援交付金」等の活用が

可能。 

・農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交

流対策型及び産業支援型）予算額（国費） 

（令和５年度 9,070百万円の内数 

→ 令和６年度 8,389百万円の内数） 

強い農業づくり総合支援交付金（国費） 

（令和５年度12,052百万円の内数 

→令和６年度12,052百万円の内数） 

 

○豪雪地帯基礎調査により、毎年、雪冷熱エネルギーの利活用状況や、普及

に向けた支援事業について実態を把握し、関係地方公共団体に情報提供す

ることで、より一層の普及・促進に取り組んでいる。 

607 （雪の多様な利活用） 

（イ）冬期に貯蔵した雪を夏期のレジャーに活用する等、エネルギーとし

ての利用だけにとどまらない雪の多様な活用方法を検討し、実施事例の広

報等を通じ、その普及・促進に取り組む。 

○豪雪地帯基礎調査により、毎年、雪国であることを活かした冬期観光振興に

向けた事業や支援の具体的内容を把握し、関係地方公共団体に情報提供する

ことで、雪の多様な利活用の普及・促進に取り組んでいる。 

701 

 

（７）雪氷に関する調査研究の総合的な推進及び気象業務の整備・強化に

関する事項 

 雪氷に関する調査研究の総合的な推進及び気象業務の整備・強化は、豪

雪地帯対策を円滑かつ効果的に実施するために不可欠であり、積極的な推

進を図る。また、除排雪中の事故防止及び担い手不足の解消に資する、除

排雪の自動化及び省力化に関する技術や、雪国の新たな産業創出を促す克

 



参考資料３ 

 

 - 37 - 

No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

雪技術・利雪技術に関する研究開発及び普及を図る。 

また、技術の開発及び普及に当たっては、デジタル技術を活用するな

どし、国民の利便性の向上を図る。 

702 

 

（調査研究体制の整備） 

（ア）地域の実情に応じた雪対策を推進するため、関係研究機関の調査研

究施設の整備等総合的な調査研究体制の充実を図る。 

 また、雪氷に関する各種データの収集・整備の充実に努めるとともに、

研究機関相互の連絡調整機能を充実し、防災科学技術研究所及び土木研

究所等の公的研究機関や道府県立の研究機関、大学等の緊密な協力の下

に、基礎的研究から応用的研究まで、効率的かつ積極的な推進を図る。 

 さらに、民間における研究・開発を推進するため、地域の特性を踏まえ

つつ、産学官の連携を図り、共同研究等の充実に努める。 

 なお、調査研究の推進に当たり、現場の実務担当者との協力・連携を促

進し、成果の普及を図る。 

○防災科学技術研究所では、偏波ドップラーレーダー等を用いた豪雪、雪崩

、吹雪、着雪等の雪氷災害発生危険度の現状把握研究並びに雪氷災害発生

予測研究等の基礎研究及び基盤的研究開発等を実施している。防災科学技

術研究所が取得した積雪に関するデータは、ウェブサイト等を通じて公開

するともに、気象庁等関連機関に提供している。公的研究機関、大学、民

間企業等と雪氷災害に関する共同研究を実施し、連携を図るとともに、現

場の実務担当者等の意見を聴取しながら研究を進めている。さらに、首都

圏などに設置した観測装置のデータを防災に役立てるための解析方法の検

討を進めるなど、都市域を対象とした雪氷対策研究も継続して行う。 

 

＜運営費交付金＞ 

令和６年度 7,951百万円の内数 

 

○土木研究所では、視程と気象条件の関連性を解明し、独自に開発した吹雪

時の視程推定法を用い、吹雪時のドライバーの行動判断支援のため、Ｗｅ

ｂサイトやＳＮＳで視界予測情報を提供すると共に、北海道雪害対策連絡

部会議での吹雪災害に関する注意喚起、フォーラム等における講演などの

普及啓発活動により、吹雪災害への理解を高めることで、吹雪災害の被害

軽減を図った。また、視程障害や吹きだまりの発生をリアルタイムに監視

することや、スタック車両を検知し道路管理者へ通知するシステム構築の

ためのセンサー開発を共同研究で行うなど、継続的に産学官との連携を図

り研究を行う。 

703 

 

（調査研究内容の充実） 

（イ）雪崩、地ふぶき、着氷雪、落雪、落氷等の予知・予測及びそれらの

災害の防除、除雪機械、安全な冬期道路交通の確保、並びに克雪住宅や安

全な屋根雪処理等に関する理工学的、技術的な調査研究の推進等に努める

とともに、産業の振興及び生活環境の向上のための社会的、経済的な研究

○「降積雪期における防災態勢の強化等について」（令和六年十一月二十九

日付け中防災第三十二号中央防災会議会長通知）を発出すること等により

、関係機関等を通じ、初動体制や除雪体制の整備、住民、ドライバー等へ

の的確な情報提供、要配慮者への対応、孤立のおそれがある地域に対する

対策等に十分留意するよう普及啓発を図った。 
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についても積極的な推進を図る。また、雪下ろし等の除排雪に伴う事故へ

の対策等に関する調査研究を行い、その成果の普及啓発を図る。 

 さらに、近年の豪雪地帯を取り巻く情勢の変化に対応し、雪や氷の冷熱

エネルギーの活用技術、酸性雪の環境への影響、省エネルギー型の消融雪

技術等についても、調査研究を積極的に推進する。 

○土木研究所では、雨水や融雪水の積雪と地盤の浸透過程に関する調査と数値

解析、並びに雪崩災害の事例分析と判断支援手法の検討を行った。また、近

年の暴風雪・大雪災害デジタルアーカイブ（北海道地区）を作成し、気象の

状況・予測値から過去の類似した暴風雪・大雪災害を抽出する技術の検討を

行った。さらに、除雪基地から遠隔で除雪オペレータの作業・安全運転を支

援するシステムの開発及び試験車両の検証を実施した。 

 

○防災科学技術研究所では雪崩、吹雪、着氷雪、落雪等の予知・予測に関する

研究を行い、その成果は新潟県や山形県などに試験的に利用されている。ま

た、雪下しや屋根雪落雪の危険性に関しても、H29年度に開発した積雪重量を

面的に表示する「雪おろシグナル」を自治体等と協力して特別豪雪地域全体

に広げるなど、研究成果の普及啓発を図った。さらに、普段、雪が少ない首

都圏、太平洋側に大雪をもたらす南岸低気圧による雪氷災害の防止のための

研究も推進したほか、日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)による日本海側の集中豪

雪のメカニズムや予測技術等に関する研究開発も実施した。大学や企業と共

同し、IoTなどの新しい技術を取り入れ、除排雪やサプライチェーンへの雪害

対策の研究開発等の取り組みの首都圏など都市域への展開を図るとともに、

自治体、道路／鉄道管理担当者、スキー場等と連携強化を図り研究成果の社

会還元を加速させた。 

 

＜運営費交付金＞ 

令和６年度 7,951百万円の内数 

704 

 

 

（気象業務の整備） 

（ウ）降積雪、雪崩等に関する正確かつ詳細な気象情報の提供を促進する

ため、観測、解析、予報・警報等の業務を行うための施設の整備及び体制

の充実・強化を図る。また、降雪の短時間予測や、降雪量分布予報等に関

する技術開発・改良を推進するとともに、インターネット、ＣＡＴＶ（ケ

ーブルテレビ）等のマルチメディアを活用し、迅速かつ的確な気象情報の

提供・伝達システムの推進を図る。 

○気象業務の整備については、以下の対策を実施している。 

・気象観測施設の整備を引き続き進めており、次期静止気象衛星「ひまわり

10号」の整備に令和５年より着手した。なお、「ひまわり８号」は平成27

年７月７日より運用開始、「ひまわり９号」は平成29年３月10日からバック

アップとして待機運用を開始している。また、令和４年12月13日からは、「

ひまわり９号」を本運用とし､｢ひまわり８号｣を待機運用としている。 

・豪雪地帯対策を円滑かつ効果的に推進するため、台風・集中豪雨雪等の気

象情報の高度化に関する研究等により、災害をもたらす気象現象を再現す

るモデルや物理過程の高度化等を引き続き進めている。 
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○集中的・記録的な降雪が発生し、大規模な車両渋滞・滞留を引き起こすな

ど、社会活動への影響が問題となっていることを踏まえ、平成３０年度冬

季に大雪について一層の警戒を呼びかける気象情報の提供について改善を

図るとともに、令和３年度からは６時間先までの面的な予測情報の提供を

開始した。令和４年度からは、これら情報の精度向上に向けて技術的な改

善を進めている。 

（参考） 

・静止気象衛星業務の推進 関連予算 

 （令和６年度 694百万円の内数） 

・気象研究所における研究 関連予算 

（令和６年度 238百万円の内数） 

 

801 Ⅱ 特別豪雪地帯に関する事項 

 特別豪雪地帯は、国土の面積の約20％を占め、総人口の約２％を擁して

いるが、積雪の度が特に高く、住民生活や産業振興の面で様々な支障が生

じている。また、若年層を中心とした人口の流出や高齢化が進行している

地域が多く、地域社会も大きく変容してきている。 

 このため、特別豪雪地帯においては、道路交通や学校教育施設等、次の

事項について特別な配慮を行い、産業の振興と住民の安全で快適な生活の

確保に努める。 

 

 

802 

 

（１）道路交通の確保に関する事項 

（基幹的な市町村道の整備） 

（ア）特別豪雪地帯における日常生活や社会活動を維持するため、基幹的

な市町村道については、道府県の代行等により、その改築を促進し、積雪

期の道路交通の確保に努める。 

○豪雪法14条に基づく道府県代行事業に対し、地方の要望に応じて、社会資

本整備総合交付金、防災・安全交付金等により支援している。 

（令和５年度 4箇所 → 令和６年度 3箇所） 

803 

 

（イ）市町村道のうち、積雪期において、道路交通の確保が特に必要なバ

ス路線等の幹線的な道路で道府県道への昇格基準に該当するものは、昇格

措置を採り、その整備を図るとともに、除雪体制の強化を図る。 
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804 

 

（ウ）これらの市町村道の整備を促進するため、地方債の充実を図る。 ○豪雪法に基づき豪雪地帯の市町村が実施する市町村道、除雪機械等及びそ

の他関連防雪施設の整備事業に要する経費について、地方債計画上一般補

助施設整備等事業のうち豪雪対策事業分として、枠の確保をしてきたとこ

ろ。 

 

805 

 

（２）農林業等の振興に関する事項 

（農業の振興） 

（ア）著しい降積雪等による作物栽培及び生育期間の制約を克服するため

、育苗等の農業用施設の耐雪耐寒化を進めるとともに、消融雪の促進を図

る。また、生産性の向上を図るため、特別豪雪地帯の特殊性に対応したほ

場や用排水施設の整備、農道の整備等、農業生産基盤の整備に努める。さ

らに、寒さや雪を活用した栽培による差別化、雪冷熱エネルギーを利用し

た農産物の低温貯蔵等の利活用により、農産物の高付加価値化を図る。 

○農業生産基盤の整備については、農業農村整備事業や農山漁村地域整備交

付金等により農業競争力の強化を図っている。 

・農業農村整備事業 豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 1,116億円、令和５年度（補正）851億円 

→ 令和６年度 1,124億円） 

・農山漁村地域整備交付金 特別豪雪地帯分予算額（国費） 

（令和５年度 77,390百万円の内数 

→ 令和６年度 76,999百万円の内数） 

・農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交

流対策型及び産業支援型）対策予算額（国費） 

（令和５年度 9,070百万円の内数 

→ 令和６年度 8,389百万円の内数） 

 

○雪冷熱エネルギーを活用した農産物貯蔵施設等の整備を行う場合について

は、事業の目的や内容に対応した支援メニューが用意されており、「農山

漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交流対

策型及び産業支援型）」、「強い農業づくり総合支援交付金」等の活用が

可能。 

・農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち定住促進・交

流対策型及び産業支援型）予算額（国費） 

（令和５年度 9,070百万円の内数 

 → 令和６年度 8,389百万円の内数） 

・強い農業づくり総合支援交付金（国費） 

（令和５年度12,052百万円の内数 

→令和６年度12,052百万円の内数） 
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806 

 

（工業、観光産業等の振興） 

（イ）既存の産業の育成や各種産業の積極的な導入を図り、生産性の向上

と雇用の場の確保を促すため、工場内消融雪施設の整備を進め、雪害対策

の強化を図るとともに、積極的な設備投資の誘導に努める。 

 また、豊かな自然や伝統的な生活、文化等を活用し、スキー場、レクリ

エーション施設の整備等に努めるなど総合的な産業の振興を図る。 

 

〇中小企業や小規模事業者が雪氷熱や地中熱をはじめとする再生可能エネル

ギー設備を導入する際の設備資金に対し、日本政策金融公庫による低利融

資制度を措置している。 

807 

 

（３）生活環境施設等の整備に関する事項 

（学校教育施設等の整備） 

（ア）学校教育施設の耐雪耐寒構造化の推進を図るとともに、公立の小学

校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の分校の校舎及び

屋内運動場の整備を促進する。 

○公立小中学校等の分校の校舎及び屋内運動場の整備については、公立学校

施設整備費において国庫補助を行っており、積雪寒冷度に応じた補助対象

面積の加算や、特別豪雪地帯における補助率の嵩上げ、単価の加算、改築

事業の補助要件の緩和などにより、その整備を行っている。 

＜特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設等に対する国の負担・算定割

合の嵩上げ事業の実績＞ 

令和５年度 ８校 18 事業 1,927 百万円 

※特例事業の実績を含む自治体への交付実績。 

 

808 

 

（イ）積雪による通学の困難を緩和するため、公立の小学校、中学校、義

務教育学校又は中等教育学校の前期課程の寄宿舎の整備を進める。 

 また、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課

程に勤務する教職員の積雪による通勤困難を緩和するため、教職員宿舎の

整備・充実を図る。 

○公立学校施設整備費による国庫補助において、積雪等のために通学の困難

な地域における公立小中学校等の寄宿舎等や教職員住宅の整備については

、補助率を嵩上げすることにより、その整備を行っている。 

＜特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設等に対する国の負担・算定割

合の嵩上げ事業の実績＞ 

令和５年度 ８校 18事業 1,927百万円 

※特例事業の実績を含む自治体への交付実績。 

 

809 

 

（ウ）へき地における遠距離通学者については、安全で円滑な登下校が行

えるようスクールバス等の整備を促進する。 

○へき地等におけるスクールバス等の整備については、「へき地児童生徒援

助費等補助金」により、スクールバス等を購入する市町村等に対する補助

を行っている。 

令和５年度 170台 534百万円 

810 

 

（医療体制の確保等） 

（エ）医療施設の整備と医師その他医療従事者の確保を図り、無医地区の

○無医地区の解消を図るため、へき地診療所等の整備やへき地勤務医師等の

確保や医師の派遣調整等を実施するへき地医療支援機構の運営に対する補
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解消を図るとともに、医療水準の向上に努める。 

 また、高齢化の進行に対応した医療の充実・強化を図る。 

助を行っている。 

811 

 

（へき地医療の確保等） 

（オ）特にへき地については、へき地診療所、へき地保健指導所等の整備

及び情報通信機器等を利用した診療連携を推進し、保健と一体となった包

括的な医療の確保を図る。また、患者輸送の機能を有するヘリコプターや

雪上車等の配備により、機動力の強化を図る。 

○へき地医療拠点病院やへき地診療所等の整備については、医療施設等施設

整備費補助金及び医療施設等設備整備費補助金により、補助を行っている

。 

○患者輸送に関しては、患者輸送車（艇）の整備や運営に対する補助を行う

とともにドクターヘリの運航にかかる経費等に対する支援を行っている。 

（参考） 

・特別豪雪地帯がある道県におけるドクターヘリ配備機数 

（令和４年度 21機 → 令和５年度 21機） 

 

812 （介護・福祉サービス供給体制の整備等） 

（カ）高齢化の進行に対応し、高齢者福祉施設の整備・充実を図るととも

に、民間社会福祉施設の除雪に要する経費について助成を行う。 

○福祉サービスの円滑な実施のため、豪雪法により特別豪雪地帯として指定

された市町村に所在する民間社会福祉施設（保護施設・児童養護施設・乳

児院等）について、除雪に要する費用を社会福祉施設運営費（措置費等）

に算入している。 

（令和５年度 13施設 ４百万円 

→ 令和６年度 13施設 ４百万円） 

 

○児童福祉サービスの円滑な実施のため、特別豪雪地帯として指定された市

町村に所在する民間児童福祉施設（児童養護施設・乳児院等）について、

除雪に要する費用を児童入所施設措置費等国庫負担金に算入している。 

（令和５年度 134,758百万円の内数 

→ 令和６年度 143,771百万円の内数） 

 

○高齢者福祉施設の整備・充実について、「地域医療介護総合確保基金」に

より、各地方公共団体が地域の実情に応じて施設を整備する際に、その費

用に対する補助を実施するとともに、令和2年度より豪雪地帯を含む過疎

地域等における介護人材確保に向けた取組を支援する観点から、地域外か

ら介護施設等に就職するための引越等の費用を助成する等支援を実施して

いる。 

（令和６年度 34,944百万円の内数等） 



参考資料３ 

 

 - 43 - 

No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

813 

 

（克雪住宅の普及の促進等雪に強い居住環境の整備） 

（キ）高齢化の進行に対応し、屋根雪下ろしの危険と負担を軽減する克雪

住宅の開発・普及、命綱固定アンカーの設置の促進等、地域の住宅政策の

一環として行われる雪に強い居住環境の整備に向けた取組を促進する。 

○地方公共団体が、地域の住宅政策の一環として、克雪住宅を整備する住宅

所有者等に対して整備費の一部を助成する場合に、社会資本整備総合交付

金等により支援している。 

814 

 

（消防防災施設等の整備） 

（ク）消防業務及び防災業務の迅速化を図るため、地域防災計画の整備・

充実に努めるとともに、消防防災施設、警察施設等の整備を推進する。ま

た、区域を越えた消防力、防災力の広域的な運用を図るため、市町村間の

相互応援協定の締結の推進に努める。 

○特別豪雪地帯における消防防災施設等の整備を促進するため、消防防災施

設整備費補助金及び防災対策事業債等により財政措置を講じている。 

815 

 

（その他） 

（ケ）地域住民の自主的な克雪・利雪活動等の推進を図り、安全で快適な

活力ある地域社会を創造するため、地域の実情に応じた克雪・利雪施設等

の整備・拡充に努める。 

○地域コミュニティー形成を推進するため、町内会・自主防災会向けの地域

除雪活動ガイドブックを作成・広報し、地域の実情に応じた活動や問題意

識の啓発、行政等との連携を呼びかけている。 

901 ６ 基本計画の推進 

 本計画に基づく事業を計画的・効率的に実施するため、国及び地方公共

団体は、必要な経費の確保を図るとともに、資金の融通等適切な措置を講

ずるほか、各種税制上の特例措置の活用に努める。また、民間との密接な

連携を図り、民間活力の活用に努める。 

また、住民は、豪雪地帯対策の推進に協力するよう努める。 

 なお、事業の実施に当たっては、次の事項について特に留意するものと

する。 

 

 

902 

 

（地方公共団体の自主性、自立性の強化） 

（ア）積雪の度その他地域の事情を勘案し、きめ細かな対応を図るため、

地方公共団体の自主性、自立性の強化に努める。 

○寒冷・積雪地域において割高となる経費について、普通交付税においては

寒冷補正により、積雪の度合い等に応じて、所要額を算定している。また

、大雪等により、除排雪経費が多額にのぼり、普通交付税で算定された額

だけでは不足する団体に対しては、報告された一般財源所要額、除排雪に

係る普通交付税額等を勘案しながら、特別交付税において所要額を算定し

ている。 



参考資料３ 
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No.  第７次計画（令和４年１２月９日閣議決定） 

赤字：第７次計画にて追加・変更となった箇所 

※内容の変更を伴わずに記載箇所のみ変更となった項目も含む 

関連事業・施策等の実施状況 

（参考） 

・令和５年度 交付税措置額 

普通交付税：2,001億円 

（うち除排雪に係る経費 1,687億円） 

特別交付税：439億円 

903 

 

（道府県豪雪地帯対策基本計画の尊重）  

（イ）道府県豪雪地帯対策基本計画を最大限尊重し、地域の特性に応じた

豪雪地帯対策の推進に努める。 

○各事業において、地域の特性を考慮して豪雪地帯対策を実施している。 

904 

 

（市町村における雪対策に関する計画の考慮） 

（ウ）市町村における雪対策に関する総合的な計画の策定を促進するとと

もに、これを十分に考慮し、地域の特性に応じた豪雪地帯対策の推進に

努める。 

○各事業において、地域の特性を考慮して豪雪地帯対策を実施している。 

905 

 

（効率的な事業の実施） 

（エ）事業の目的、性格等に十分配意しつつ、費用対効果分析の活用等可

能な限り客観的な評価を行った上で、効率的な事業の実施に努める。 

○行政事業レビューにより、各府省自らが予算の支出先や使途の実態を把握

し、事業の内容や効果の点検を行っており、その結果を予算の概算要求や

執行等に反映させている。 

906 

 

（民間団体等の協力） 

（オ）国及び地方公共団体は、民間団体及び地域住民の役割を踏まえつつ

、理解と協力を得て、効果的に計画を推進する。 

○各事業において、国及び地方公共団体、民間団体、地域住民と連携を図り、

豪雪地帯対策を実施している。 

907 

 

 

（工事の早期着工） 

（カ）積雪期の実情に鑑み、工事については、早期に着工することができ

るよう努める。 

○ゼロ国債等の国庫債務負担行為の活用等により、年度をまたいだ早期着工

に向けた取り組みを行っている。 

908 

 

（財政上の措置） 

（キ）国は毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実

施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を

講ずるものとする。 

○基本計画に基づく事業及びその他豪雪地帯対策について、豪雪地帯対策特

別措置法に基づく特例措置等により事業の促進を図っている。 

 


